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令和６年９月19日（木曜日）

午前10時４分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第21号 令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第５号）

○報告事項

・県が出資している法人等の経営状況について

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

公立大学法人宮崎県立看護大学

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ー

公益財団法人宮崎県移植推進財団

公益財団法人宮崎県健康づくり協会

・公立大学法人宮崎県立看護大学の令和５年度

の業務実績に関する評価結果について

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・宮崎県新型インフルエンザ等対策行動計画の

骨子案について

・宮崎県こども計画（仮称）の骨子案について

・宮崎県社会的養育推進計画の骨子案について

・日向灘沖の地震及び台風第10号に伴う福祉保

健部関連の被害状況について

・日向灘沖の地震及び台風第10号に係る被害状

況について

・県立宮崎病院における外構工事の進捗状況に

ついて

・県立病院の直近の患者状況について

○閉会中の継続審査について

出席委員（７人）

委 員 長 山 内 佳菜子

副 委 員 長 山 内 いっとく

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 博 三

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 齊 藤 了 介

委 員 井 本 英 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 医 監 兼
嶋 本 富 博

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
高 妻 克 明

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 佐々木 史 郎

県立日南病院長 原 誠一郎

県立日南病院事務局長 湯 地 正 仁

県立延岡病院長 山 口 哲 朗

吉 田 秀 樹県立延岡病院事務局長

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 渡久山 武 志

福祉保健部次長
津 田 君 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
市 成 典 文

（保健・医療担当）

こども政策局長 長 友 修 一

衛 生 技 監 椎 葉 茂 樹

部参事兼福祉保健課長 久 保 範 通

指導監査・援護課長 新 村 仁 志

医 療 政 策 課 長 徳 地 清 孝

国民健康保険課長 本 田 浩 樹

長 寿 介 護 課 長 島 田 浩 二

医療・介護連携推進室長 廣 池 修 次

障がい福祉課長 牧 浩 一

部参事兼衛生管理課長 壹 岐 和 彦

健 康 増 進 課 長 德 山 美 和

令和６年９月19日(木)
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薬務感染症対策課長兼
吉 田 祐 典

薬 務 対 策 室 長

こども政策課長 増 田 光 宏

こども家庭課長 奥 野 真 一

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 黒 田 真 紀

政策調査課主査 藤 原 諒 也

ただいまから厚生常任委員会を○山内委員長

開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、御覧のとおりであり

ますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○山内委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時５分再開

委員会を再開いたします。○山内委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、病院局長の概要説明を求めます。

病院局から今議会にお願いし

ております議案はございませんが、その他報告

が３件ございます。

常任委員会資料３ページにあります目次を御

覧ください。

まず、１、日向灘沖の地震及び台風第10号に

係る被害状況についてであります。

先月発生しました地震による県立日南病院の

被害状況及び台風による県立延岡病院の被害状

況について御説明します。

次に、２、県立宮崎病院における外構工事の

進捗状況についてであります。

県立宮崎病院につきましては、現在、旧病院

の跡地に駐車場等の外構、玄関ひさしなどを整

備しております。その進捗状況について御説明

します。

次に、３、県立病院の直近の患者状況につい

てであります。

現在、本年３月に改定しました宮崎県病院事

業経営計画2021に基づき、各県立病院が一体と

、なって経営改善に取り組んでいるところですが

入院、外来の患者数について直近の状況を御説

明します。

詳細につきましては、次長から説明いたしま

すので、よろしくお願い申し上げます。

次に、その他報告事項に関する○山内委員長

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

まず、資料４ページでござ○高妻病院局次長

います。

１、日向灘沖の地震及び台風第10号に係る被

害状況についてであります。

、８月８日に発生しました日向灘沖の地震では

県立日南病院で屋上にある４つの空調冷却塔の

うち１台と、院内の複数箇所の壁に軽微なひび

割れ 最大でも１ミリ程度未満でございます─

けれども が発生いたしました。─

また、台風第10号では、県立延岡病院で１階

外来診察室前の廊下と塔屋 屋上に設置して─

いる機械室です。こちらの１階の排気ファン室

内で雨漏りが発生しました。

なお、３病院とも、いずれの災害時にも入院

治療、外来診療に支障を来す状況は発生してお

りません。
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被災箇所につきましても、既に復旧ないし、

補修等に着手している状況です。

また、県立宮崎病院再整備事業のスケジュー

ルにも影響はございません。

今後とも、災害拠点病院として、いざという

ときに適切な医療を提供できるよう、しっかり

と整備を進めてまいります。

次に、５ページでございます。

２、県立宮崎病院における外構工事の進捗状

況についてです。

まず、県立宮崎病院再整備事業の状況です。

県立宮崎病院は、令和元年５月に建設工事に

着手しまして、令和４年１月に開院、運用を開

始しました。現在は、下の整備スケジュールの

一番下、緑色の矢印のとおりですが、旧病院の

跡地に駐車場等の外構、玄関ひさしなどを整備

しています。

次に、６ページ、外構工事の進捗状況につい

てです。

ページ左側の写真は、新病院の屋上から現在

の工事現場を撮影したものです。更地の部分が

ございます。こちらは、主に平面駐車場になり

ます。そして、その地下の一部 左上の写真─

─の中央付近にくぼ地がございますけれども

に災害発生時に下水路に汚水を流せなくなった

場合に備えまして、緊急汚水槽を整備していま

す。これは、コンペの実施時に東日本大震災の

被災地の災害拠点病院の状況を調査した事業者

から旧病院の基礎部分を活用した提案がありま

して、新病院に採用したところであります。

６ページ右側の図面の茶色の部分が工事中の

箇所です。現在、①の玄関ひさし、②の屋外配

管・駐車場、③の緊急汚水槽、④の国道269号線

交差点の４か所で整備を進めています。

７ページでございます。

左上の①玄関ひさしは、西側 国道269号線─

側ですけれども、こちらから段階的に今仮使用

を行っています。病院運用への影響を最小限に

抑えながら、工事を進めているところです。

左下の②屋外配管・駐車場では、屋外駐車場

。の電気配線や排水管などの埋設を行っています

右上の③ですけれども、緊急汚水槽ですが、

完成すると約２週間分の病院排水の貯留が可能

となります。

右下ですけれども、④は国道269号線に新設す

る交差点です。信号機、横断歩道、北進方向の

右折レーンなどを整備をしているところです。

８ページでございます。

今後の工事計画です。

左側は、来年３月末頃を見込んでおります平

面駐車場使用開始時の状況図です。この時点で

の平面駐車場の駐車可能台数は、現在の立体駐

車場と同程度の約300台です。これ以外にも、現

在も利用しておりますが、民間駐車場に約60台

分を確保しています。

一般車両などの主な入り口は、現在の病院の

東側にございます市道から入ってきていますけ

れども、これを国道269号線に新設します交差点

側に変更します。同時に、来院者用駐車場を現

在の立体駐車場から平面駐車場に切り替えまし

て、残る東側の外構整備を行ってまいります。

右側の図にありますとおり、来年の夏頃には

事業完了の見込みです。グランドオープン時の

来院者用駐車場は、今よりも80台ほど多く、ま

た旧病院時代よりも50台ほど多い434台となる予

定です。

９ページでございます。

、 。２ 事業の状況と今後の工事費の見込みです

現在の事業執行確定額は約325億円です。今後

の工事費の見込みとしては約38億円、全体事業
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費は約363億円を見込んでいます。

３、今後の工事としまして、解体ほか工事

玄関ひさし建設工事など７つが今工事中ま─

たは契約手続中であります。残る植栽工事につ

きましても、年度内に発注する予定です。

今後も、病院運営に支障を来すことがないよ

う、また利用者の安全を十分に確保しながら、

計画的に工事を進めてまいります。

あわせて、工事の内容や設計変更の精査など

を徹底します。最後まで全体事業費の節減に努

めてまいります。

次に、10ページでございます。

３、直近の患者状況についてです。

まず、延べ入院患者数です。

県立３病院の今年４～７月の実績値と令和５

年度、それからコロナ禍前ですけれども、令和

元年度の実績をグラフにしています。

なお、令和６年度分は、月またぎの患者の重

複排除等をこれから行いますので、今後多少変

動することはあります。

グラフのグレーの線が令和元年度、青の線が

令和５年度、赤の線が令和６年度です。

、上のグラフ 病院事業全体でございますが─

７月に延べ２万6,982人の入院患者を受け入れて

おりまして、４～７月までの実績は、前年度実

績を5,284人上回って推移していますが、令和元

年度の実績までには到達していない状況です。

左下でございます。県立宮崎病院は、整形外

科や外科の手術件数の増加等によりまして、患

者数が増加しています。６月は、令和元年度の

実績を僅かではございますけれども上回ってお

ります。

真ん中の県立延岡病院では、外科などの手術

件数の増加等によりまして、前年度実績を大き

く上回っています。また、７月は、令和元年度

との差が小さくなっています。

右側の県立日南病院では、４月は前年度を上

回ったものの、平均在院日数の短縮等の影響に

よりまして、５月に患者数の落ち込みが見られ

ました。６月、７月と徐々に回復してはきてお

りますが、まだ前年度の実績に届いていない状

況です。

11ページでございます。

延べ外来患者数です。

外来患者数は、月の変動が大きく、その要因

の把握が難しい部分がございます。

病院事業全体では、７月に延べ３万232人の外

来患者を受け入れまして、４～７月までの実績

は、前年度実績を1,671人上回って推移しており

ます。

県立宮崎病院では、６月に患者数の落ち込み

が見られましたが、７月には大きく改善し、前

年度と同程度で推移しております。

県立延岡病院では、全ての月で令和元年度の

実績値を上回っておりまして、特に７月に循環

器内科などで増加が見られました。

県立日南病院では、４月、５月は前年度並み

でスタートしましたが、一部診療科の人員不足

等もございまして、診療制限もありましたこと

から、患者数の落ち込みが見られております。

入院・外来患者数の増減等につきましては、

、今後とも留意していく必要があると思いますが

全体としては、県民の受療行動がコロナ禍前に

近づきつつあるのではないかという印象を受け

ております。

引き続き、各病院と緊密に連携し、直近の患

者数の動向などを踏まえ、その都度、経営上の

課題等について確認し合いながら、日々改善に

取り組んでまいりたいと考えております。

執行部の説明が終了しました。○山内委員長
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その他、報告事項について質疑はありません

か。

資料10ページの延べ入院患者数の○齊藤委員

県立日南病院の減少の理由が平均在院日数の短

縮等ということで、入院されている患者の入院

日数が短くなっているという理解でよろしいん

でしょうか。

御理解としてはそれで結構○高妻病院局次長

でございます。病院に入院されている人の期間

が短くなることによって、診療報酬上、得られ

るメリットもあります。

上の県立宮崎病院も県立延岡病院○齊藤委員

も 想像ですけれども、入院日数は多分短く─

なっているのではなかろうか。ただし、上の２

つに関しては増加する要因があって、県立日南

病院に関しては増加する要因がなかったという

ことですか。

御指摘のとおりでございま○高妻病院局次長

す。退院された後に新しい患者がどれだけ入っ

てくるかというところだと思っています。

あと、資料11ページの延べ外来患○齊藤委員

者数のところで、同じく県立日南病院で一部診

療科の人員不足 以前も聞いたかもしれませ─

、 。んけれども 具体的にどの診療科になりますか

一部診療科の人○湯地県立日南病院事務局長

員不足は歯科口腔外科のことで、歯科口腔外科

で手術前に外来でコンサルタントをしているん

ですけれども、それに必要な歯科衛生士が３月

、 、末で３名中２名退職されて １人になったため

そのコンサルタントがなかなかできず、人員不

足で診療制限を行ったということです。

、 、ただ ８月に新たに２名採用していますので

元に戻っているところです。

さきの議会の質問でも、口腔外科○齊藤委員

の話がたしかあったと思うんです。

ここでは1,017人の減少ということですけれど

、 。も 口腔外科はそこまで患者数が多いんですか

全部が歯科口腔○湯地県立日南病院事務局長

外科ではなくて、今回の主な要因としては歯科

口腔外科がありますということです。

あと、日向灘沖地震に関する被害○齊藤委員

、 、の報告があったんですけれども 県立宮崎病院

県立延岡病院、県立日南病院、それぞれどのぐ

らいの震度まで耐えられる建築になっているの

か教えてください。

当然法令に定められた基準○高妻病院局次長

を満たしておりますので、震度７であっても耐

えられる構造にはなっています。

ただ、地震の数が何回かにもよるので、ここ

で何回まで大丈夫とか、震度のここまで何回大

丈夫とかは申し上げる準備がございません。

分かりました。○齊藤委員

資料10ページで、入院のデータを○山下委員

出していただいているんですが、稼働率はどれ

ぐらいになっているのか、分かれば教えてくだ

さい。

病院ごとの稼働病床の利用○高妻病院局次長

率ということでお答え申し上げます。

７月で県立宮崎病院が81.4％、県立延岡病院

が76.8％、県立日南病院が60.9％という稼働病

床利用率になっております。

３病院の平均ではどれぐらいにな○山下委員

りますか。

数字全部を合算してという○高妻病院局次長

のはやっておりませんので、ただ全体で印象的

に申しますと70％強という感じだと思います。

正確に計算できておりません。

ぜひ、そこ辺の追跡をお願いした○山下委員

いと思うんです。それぞれ病院経営計画の中で

３病院とも必死で今経営努力をされておるだろ
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うと思うんです。私もいろんな人を県病院にも

紹介する中で、病院の対応の在り方が前進した

というか、患者の目線になって、先生方そして

看護師の皆さん方の対応がいいという評価をい

ただいております。私も県立宮崎病院で今いろ

んな対応をしていただいていますから、皆さん

方の必死さは理解をしているところです。

県立日南病院がベッド数を50床減らすと計画

に上がっています。県立日南病院は、人口減少

とともに大変厳しい状況かと思うんですが、皆

さん方が努力される中で、50床ぐらい減らした

場合に、どの程度の稼働率の目標が持てるか計

算されていますか。

稼働率の目標ということで○高妻病院局次長

はないですけれども、今ある設備を有効に活用

するのは非常に大事なことです。60％ほどで推

移をしているのが現状でございますので、もっ

と高い割合 ７割とかそのぐらいを目指しな─

がらやっていくことになろうかと思います。正

確な目標値はここでは出しておりません。

もう一点、日向灘沖の地震です。○山下委員

日南市が６弱と一番震度が大きかったと思うん

です その中で患者の皆さん方をはじめ スタッ。 、

フの皆さんは、いろんな動揺とか、問題は何も

。 、 、なかったですか 津波とか 職員の皆さん方も

それぞれ自宅のこととか気になることもいろい

ろあっただろうと思うんです。その辺の状況に

ついてお聞かせください。

地震の発生した時間帯が○原県立日南病院長

夕方ぐらいで 外来の患者はほとんどいらっしゃ、

らない。職員は定数どおりいる。１日の仕事を

少し片づけに入ったという非常に不幸中の幸い

の時間帯の対応になりました。

うちの病院の場合には、年に１回を目標に大

規模災害訓練を行っております。これは、病院

のスタッフだけではなくて、病院で実習してい

る看護学生、あるいは救急隊などと連携を取っ

て、東北の大震災規模の災害が起きたときの対

応を想定して、病院の玄関に広いエントランス

がありますので、そこに模擬患者として看護学

生たちを入れて、対応の必要程度を判断するト

、 、リアージをやりながら 緊急の手術が必要な方

あるいは緊急の搬送が必要な方、いろんな判断

をするような訓練をやっております。ほぼそれ

と同様に、災害本部の設置や勤務時間外の職員

の緊急登院など、練習どおりの対応ができまし

た。

住民の津波に対する心配については、県立日

南病院は海抜10メートルぐらいだったと思うん

ですけれども、津波は大丈夫だろうということ

、 。で 津波のときの避難指定場所になっています

病院に広い駐車場があるんですけれども、先ほ

ど言ったように車の駐車が少ない時間帯だった

んです。近隣の方々が車で避難してこられて、

あるいは車を避難させ、車を駐車場に止めたら

また自宅に戻られているような方々が結構い

らっしゃったという報告を聞いております。

また、自宅は心配だということで、病院の正

面玄関のひさしの下辺りに大挙して人が集まっ

てこられました。病院の受付時間は過ぎており

ましたので、通常なら正面玄関はクローズの時

、 、間帯なんですが 非常に暑い時間帯でしたので

院長判断で正面玄関を緊急開放して、避難して

こられた住民の方をエントランスの空調のコン

ディションのいい状態のところに一時的に誘導

して収容した経緯はあります。

想定の中でいろんな訓練はされて○山下委員

いるだろうと思うんです。まさか、あの大きい

。のがまた起きるとはみんな想定外だったんです

能登半島地震が、今年初めにあって、またこう
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いうことが起きて、改めて避難の在り方とか緊

急事態の発生のときの在り方を考える、いい経

験になったと思っています。

。○坂口委員 まず病院の患者数と収益関連です

順調に上向きに来ているようにはあるんですけ

れども、大まかでいいんですが、患者数と収益

の今の動き、達成率は、計画の見通しと比較し

て、どんな状況にありますか。

年間をなべてみたときに、○高妻病院局次長

この第１四半期がどうだったかということで申

しますと、目標とほぼ同じなんですけれども、

若干下回る入院、外来の状況でございます。

問題は、収支でございまして、御存じのとお

り、診療報酬の体系で、ある程度上限が規定さ

れている中では、出ていくものを抑えることも

非常に大事なところですが、現在の物価高の中

で、診療材料でありますとか、１～２割上がっ

ているものもありまして、収支としては、昨年

の同時期より、出ていっているお金は少し減っ

ている感はありますけれども、これがいつまで

続けられるか分かりません。非常に厳しい経営

になっている状況は変わっていないと認識して

います。

物価など今後変動していく可変的○坂口委員

な経費と、それから固定していくであろう経費

とか、そういったものについて、かなり精度を

詰めた検討をした上で、達成できるぎりぎりの

上限の目標を設定し直す必要があるんじゃない

か。そこで病院経営上の財政的な矛盾が出てく

る。

そこを含めて、地方の公立病院は、今の常識

では考えられないような収益の範囲にあるから

交付金なりを考えるべきだと、知事会として、

この前の知事会での意見書で既に上げられまし

たか。これを骨太の方針に放り込めるぐらいの

ものに持っていく。骨太の方針あたりでしっか

りうたわれたら、今後は地方の責任として間違

いなく達成していく。

全てをガラガラポンして検討し直し、達成で

きるぎりぎりのものを構築していく必要がある

という気がするんです。

状況を申しますと、知事会○高妻病院局次長

の要望 地方税財政の要望の中でございます─

けれども、公立病院の必要な経費について適切

に地方財政措置を取っていただくようお願いし

ているところです。これは、大臣に直接伝えさ

せていただきました。大臣からも、その状況は

認識していると御回答をいただいておりますの

で、今後の予算折衝の中でどのように扱われる

かということでございます。

それから、診療報酬制度そのものによるとこ

ろが大きいですので、こちらにつきましては、

公立病院というよりは、社会保障全体の在り方

の中で、骨太の方針等の中で、しっかり御議論

いただくことと考えております。宮崎県病院事

業経営計画2021を改定しましたけれども、毎年

、度その計画を見直すことになっておりますので

御指摘いただいたところをしっかり踏まえなが

ら適切な目標を達成し、それをまた管理してま

いりたいと考えております。

今度は県立宮崎病院の植栽工事で○坂口委員

す。今年度、近いうちに契約の予定だという説

明だったんです。特に今の温暖化による猛暑、

それから台風なり、突風なり、あるいは竜巻な

り、いろんな荒れる気象の中で、日南病院長が

言われましたように、避難の受入先として、安

心できるなら来てください、できるだけのスペ

ースを提供しますというのは 今後積極的にやっ、

ていかなければいけない行政の務めだと思うん

です。
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そうなったときに、県立宮崎病院の庭も駐車

場もその役割を果たせるものとしていかなけれ

ばならない。そこで、あそこの植栽をどうやる

かです。自然環境が全く変わりました。それか

ら報道でも、街路樹が倒れていたり折れていた

り、あるいはクスノキなんかで枝が落ちて死ん

だ人までいました。こういったものに対応でき

るといったら、背が伸びない木。そして、暑さ

を防げる、枝が横に広がる木。

それと、倒れるのは、工事上問題があると思

うんです。歩道は締め固めるだけ締め固めて、

コンクリートを打ったような上に植栽するわけ

でしょう。根っこなんて入りようがないです。

だから、幾らでも成長して根を伸ばしてくれ、

頑丈に立っていてくれと、木を植えるところの

下は床づくりをする。

そういった樹種とか工事の在り方まで契約前

にしておかないと、また後でやらないといけな

い。工期は延びる、床掘りをやり直さないとい

けないかもしれない。

何かあってから 今後検証されて地盤が硬かっ、

た、木を植えるのに向かない地盤だからやり変

えようなんて言ったらとんでもないことだし、

そういう目的を果たせずに、人がけがをしたり

最悪の事態があって反省してからの工事になっ

てしまう。

さっきも浄化槽の設置はコンサルタントが提

案したと言われたけれども、高い金を取ってい

るんだから、コンサルタントは気づくべきだと

思うんです。その辺は、早急に意見調整して、

、 、今後の県立病院 公共スペースの植栽について

考えていくべきだと思うんです。

御指摘を踏まえまして、よ○高妻病院局次長

く検討させていただきたいと思います。

宮崎市の緑地を整備する一定の基準等がござ

いまして、これに基づいて整備をしております

し、院の敷地内に植えるものは高木になるよう

。 、なものはございません 床掘りをしたところで

専用の植栽帯の中に植えていく計画にはなって

おります。

それから、災害時の避難については、玄関の

ひさしが結構大きなものでございますので、避

難された方の一時的な暑さの日よけに活用でき

る施設になると考えております。

もっと改善の余地があれば、今の○坂口委員

。うちに考えたらどうですかと言っているんです

日よけにもならない小さい木だったら、日よ

けになる木を考えることができないか。公共事

業として今の補助金の仕組みでは認められない

なら県単独でやってもいいじゃないですか。こ

の中に県単独の予算をどれだけ突っ込んでいま

すか。能力をもっと発揮できることが予測でき

れば、将来憂いがないように、財政方とも協議

、 。して 資金調達できるか検討したらどうですか

今からやるんだったら、将来後悔しなくてもい

いような工事をやるべきだということです。

御指摘を踏まえまして、よ○高妻病院局次長

く検討させていただきたいと思います。将来の

追加的な投資が起こらないように、また避難し

てきた方々、それから夏の暑さをしのげるよう

なものを頭に入れながら対応を考えたいと思い

ます。

くどくなるけれども、将来の追加○坂口委員

投資を防ぐためではなくて、今から契約するん

だったら、多目的で、県民へのサービス提供が

より広がって、より高度なものとか、能力を発

揮できるような工事をやったらどうですか。

先ほどの水漏れについても、防水工事は物す

。 。ごく難しいんです 完璧に造っても漏れてくる

漏れてきたら止めようがないんです。どこから
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漏れるも分からない。けれども、設計書ではぴ

しゃっとなっている。では、施工のときにどう

いう工夫が足りなかったのか、今後の設計に生

かそうと検証をやるべきです。

あの水漏れは止まらないです。どこから入っ

ているかも見つけられないです。今回は果たし

てあの屋根があの形でよかったのかまで含めて

検証しておくべきです。

熱中症でやられるのを防ごうとしたら、真冬

は葉っぱが落ちたっていいんですから、夏場に

ずっと日陰になるような広葉樹なども考えられ

ないか。そうすべきだと言っているんじゃない

けれども、考えられないか。考えついて、いい

となったら、もう一度お金の工面も含めて今の

うちに設計変更をやっておくべきじゃないかと

言っているんです。これは現実味のあることな

ので、強く期待しています。だから、短期間で

も徹底して検討して、できればどういう検討を

されたか 必要がなかったとか、不可能だっ─

たとか、次ぐらいに説明してほしいです。契約

が迫っているからといって契約最優先じゃない

です。造ったものが、県民にどう貢献できるの

かが最優先されるべきだと、僕は思うんです。

御指摘を踏まえて、しっか○高妻病院局次長

り検討させていただきます。また御報告をさせ

ていただきます。

資料８ページの図面を見たときに○齊藤委員

ヘリポートが書かれていまして、宮崎大学医学

部の場合はドクターヘリが常に待機している状

態ですけれども、県立宮崎病院の場合はそうで

はないんですよね。

これは、患者の搬送だとか○高妻病院局次長

ドクターの移動とか、そういったときに使われ

るものでありまして、ここに常にヘリがあるわ

けではありません。

例えば、県の防災用のヘリであれば宮崎空港

をベースにしておりますし、ドクターヘリにつ

いては先ほど御指摘のあったとおりでございま

す。

想定されるのは宮崎大学医学部の○齊藤委員

ドクターヘリか、空港にある「あおぞら」です

。 。か この２つがここに止まるということですね

分かりました。

。○山内副委員長 避難について教えてください

今回、南海トラフ地震臨時情報が発出され 「巨、

大地震注意」ということで、地震に備えるよう

となったところですけれども 「巨大地震警戒」、

だった場合、要支援者、要配慮者は事前に避難

しないといけないことになっていると思うんで

す。

その場合、県立日南病院は避難しないといけ

ないですよね。しなくてもいいような形になっ

ているんですか。発出されて、もし避難しない

といけない場合は、どこに避難するんでしょう

か。

まず、今回避難があったの○高妻病院局次長

は、県立日南病院の駐車場が津波避難の指定場

所になっている 市の指定を受けているから─

ということでございます。

想定のＬ１の津波であれば、一応被害を受け

ないエリアになっているのですが、おっしゃっ

たような事例については具体的に場所を特定し

て考えなければいけません。

県立日南病院から何か御説明はありますか。

県立日南病院の○湯地県立日南病院事務局長

駐車場は津波からの避難ということで、一時的

に避難する場所になっており、滞在する場所に

はなっていません。避難所自体は日南市がいろ

んなところを指定されていますので、そこが今

おっしゃったような避難所になると思います。
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「巨大地震警戒」が発出され○山内副委員長

たら、福祉施設や病院は１週間程度は患者を避

難させないといけないことになっていると思う

んです。

その場合、県立日南病院は、避難しなければ

ならないエリアになっているのか なってい─

なければそのままでいいんですけれども、なっ

ている場合は、どこに避難する計画になってい

るのか。もしくは、なっていないのであれば、

近隣からの受入れ体制をつくらないといけない

と思うんです。その辺はどのようになっている

のか、教えていただけますか。

、○湯地県立日南病院事務局長 県立日南病院は

近辺でいうと一番高台にあって、入院患者につ

いても病院で対応することになります。

それ以外の福祉系の施設とかに関しては、病

院が対応するのではなく、日南市で対応を考え

られることになります。

ほかにございますか。○山内委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいですか。○山内委員長

最後に、その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって病院局○山内委員長

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午前10時44分休憩

午前10時51分再開

委員会を再開いたします。○山内委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

、 。について 福祉保健部長の概要説明を求めます

冒頭、まず一言おわび○渡久山福祉保健部長

を申し上げます。

今議会に提出しております、９月定例会の県

が出資しております法人に関する報告書の当部

の部分につきまして、一部数値に誤りがござい

ました。報告書の数値チェックには万全を期さ

なければならないところ、十分ではなかった点

がありました。委員の皆様に御迷惑をおかけし

ます点、おわびを申し上げます。

それでは、福祉保健部で、この委員会に審査

をお願いしております議案等について御説明を

申し上げます。

委員会資料の２ページを開きください。

目次でございます。

本日御説明申し上げますのは、予算議案が２

件、報告事項が３件、その他報告事項が４件と

なっております。

まず、予算議案の概要について御説明申し上

げますので、３ページにお移りください。

今回、補正予算案は２件ございます。開会日

に提案をさしあげました、議案第１号「令和６

年度宮崎県一般会計補正予算（第４号 」と、昨）

日追加で提案を申し上げました議案第21号「令

和６年度宮崎県一般会計補正予算（第５号 」）

の２件でございます。

福祉保健部関係の補正額につきましては、表

の一番下の欄を御覧ください。補正は一般会計

のみでございますけれども まず議案第１号 令、 「

和６年度宮崎県一般会計補正予算（第４号 」）

につきましては、３課合計で２億3,413万5,000

円の増額、議案第21号「令和６年度宮崎県一般

会計補正予算（第５号 」につきましては、同じ）

く３課で9,587万円の増額補正となっています。

このことによりまして、補正後の合計額は、一

般会計と特別会計を合わせまして、この表の一

番右下の欄になります2,357億8,777万9,000円と

なります。
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補正の詳細については、担当課長から後ほど

説明を差し上げます。

目次にお移りください。

続きまして報告事項でございます。

報告事項については、県が出資している法人

等の経営状況ほか２件、合計３件の報告がござ

います。

また、その他報告事項といたしましては、宮

崎県新型インフルエンザ等対策行動計画の骨子

案等、合計４件の報告がございます。

詳細については、担当課長より説明を申し上

げます。

次に、議案についての説明を求○山内委員長

めます。

なお、議員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

厚生常任委員会資料の４○久保福祉保健課長

ページを御覧ください。

福祉保健課の補正予算額は、一番上の福祉保

健課計の行、左から３列目の補正額欄のとお

り233万2,000円の増額補正であります。この結

果、補正後の予算額は、右から３列目の補正後

の額の欄のとおり146億4,001万円となっており

ます。

それでは、補正内容について御説明いたしま

す。

５ページを御覧ください。

表中の（事項）福祉事務所活動費の説明及び

、 、「 」事業名欄 １ 生活保護電算システム運営事業

の １ 生活保護電算システム改修費233万2,000（ ）

円の増額補正であります。

事業内容については、６ページを御覧くださ

い。

まず、予算額につきましては、右上にありま

すとおり233万2,000円でございまして、財源は

国庫支出金及び一般財源となります。

次に、事業の目的についてでありますが、生

活保護法等の改正に伴う就労自立給付金の算定

方法の変更及び進学・就職準備給付金の支給対

象拡充に対応するため、生活保護電算システム

の改修を行うものでございます。

次に、事業の概要でございます。

（１）の事業内容にありますとおり、生活保

護電算システム改修費でございまして、予算額

全額をシステム改修費に充てるものでございま

す。

その下の表では、システム改修が必要となっ

た制度改正の概要について御説明いたします。

２点ありまして、まず上段の就労自立給付金

でございますが、これまで安定就労の機会を得

て保護廃止となった際に、廃止の日から遡って

６か月の間における就労収入に応じまして、単

身世帯では２～10万円の範囲内で、複数世帯で

は３～15万円の給付金を支給していたところで

ございますが、今回の改正により、就労開始か

ら保護廃止までの期間が短いほど支給の基礎額

が増えるような算定方法が変更になるものでご

ざいます。

その下の進学・就職準備給付金は、これまで

生活保護受給世帯から大学等に進学した者に対

しまして、別居の場合に30万円、その他の場合

に10万円の準備給付金を支給していたところで

すが、今回の改正では、大学等への進学に加え

まして、高校卒業者のうち就職によって保護を

必要としなくなった者も、支給対象とするもの

でございます。

なお、支給額は、進学につきましては変更は

ございません。新たに制度化した就職につきま

しては 別居の場合に30万円 同居の場合には10、 、

万円となっております。
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（２）の事業の仕組みといたしましては、生

活保護電算システムを保守運用しているシステ

ムベンダーに対しまして、業務を委託すること

としております。

、 。最後に 事業の期間は令和６年度となります

常任委員会資料７ページ○徳地医療政策課長

を御覧ください。

医療政策課の補正予算額は、左から２列目の

補正額の欄にありますとおり1,829万8,000円の

増額補正であります。この結果、補正後の予算

額は、右から３列目の補正後の額の欄にありま

。すように45億2,723万9,000円となっております

８ページを御覧ください。

補正の内容について御説明いたします。

（事項）救急医療対策費の説明及び事業名欄

「ドクターヘリ運航支援事業」1,829万8,000円

の増額補正であります。

、 。事業内容について ９ページを御覧ください

この事業は、宮崎大学医学部のドクターヘリ

運航支援に要する経費でありますが、年々燃油

や部品等の物価高騰により運航経費も増加する

中 （１）の事業内容の①の上から４行目の下線、

部にありますとおり、国庫補助の補助基準が増

額され、令和６年度補助金額が内示されたこと

に伴う増額補正となっております。

事業の仕組みとしましては （２）でございま、

すが、県から宮崎大学に補助する予定となって

おります。

常任委員会資料の10ペー○島田長寿介護課長

ジを御覧いただけますでしょうか。

長寿介護課の補正予算額は、左から３列目の

補正額の欄にありますとおり２億1,350万5,000

円の増額補正であります。補正後の予算額は、

右から３列目の補正後の額の欄のとおり239

億4,748万6,000円であります。

次に、11ページを御覧いただけますでしょう

か。

補正内容でございますが （事項）地域医療介、

護総合確保基金事業費、右から２列目の説明及

び事業名の欄、上から５行目の１（１）ア、改

善事業の「介護現場におけるＩＣＴ導入支援事

業」が9,354万4,000円の増額補正、イの改善事

業「労働環境改善に向けた介護ロボット導入支

援事業」が１億1,996万1,000円の増額補正であ

ります。

この２つの事業につきましては、当初予算に

おきまして地域医療介護総合確保基金を財源と

して実施する予定でございましたが、令和５年

度の国補正予算による新たな補助メニューの詳

細が今年６月に示されましたことから、当該国

庫補助を活用した支援を行うための補正をお願

いするものであります。新たな補助メニューで

は、国負担がより手厚く措置されておりますほ

か、支援内容の拡充も行われております。事業

期間は、令和５年度の国補正予算でありますこ

とから今年度までとしております。

事業内容について、資料の12ページで御説明

いたします。

改善事業「介護現場におけるＩＣＴ導入支援

事業」であります。事業の目的は、介護ソフト

等の導入やケアプランデータ連携によるモデル

地域づくりを支援することで、介護職員の負担

軽減や業務効率化など働きやすい職場環境を整

備し、介護人材の確保・定着を図ることであり

ます。

事業の概要ですが この事業では２つのメニュ、

ーを設けております。

（ ） 、１ の①ＩＣＴ等導入支援につきましては

介護ソフトなどのＩＣＴ等導入支援に加えまし

て、新たに介護ソフトやその他の複数の介護テ
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クノロジーを組み合わせたパッケージ型の導入

支援、さらに、導入支援と一体的に行う専門家

による助言支援などの業務改善支援を行うこと

としております。いずれも補助率は５分の４以

内であり、メニューごとに上限額が設けられて

おります。

次に、②ケアプランデータ連携システム活用

促進モデル地域づくり支援でございますが、介

護サービスの利用計画を作成する居宅介護支援

事業所と介護サービスを提供する介護事業所が

クラウド上でデータ連携する場合に支援を行う

ものであります。

（２）の事業の仕組みにつきましては、①は

民間企業等への補助、②は民間企業への委託に

より実施することとしております。

（３）成果指標につきましては、ＩＣＴを導

入した介護保険事業所において業務効率化が図

られた割合としておりまして、情報共有が円滑

になった事業所と間接業務時間が短縮した事業

。 、所の割合をいずれも100％としております また

ケアプランデータ連携システムの導入事業所数

を現在の56事業所から90事業所にすることを目

標としております。

次に、13ページを御覧ください。

改善事業「労働環境改善に向けた介護ロボッ

ト導入支援事業」であります。

事業の目的は、介護ロボットの導入やモデル

施設の育成、小規模事業者の協働化・大規模化

等への支援により、働きやすい職場環境を整備

、 。し 介護人材の確保定着を図るものであります

事業の概要でございますが、この事業では３

つのメニューを設けております。

（１）の①介護ロボット等導入支援では、介

護ロボットの導入支援に加え、新たに複数の介

護テクノロジーを組み合わせたパッケージ型の

導入支援、導入支援と一体的に行う業務改善支

援を行うこととしております。

②のモデル施設育成事業は、介護ロボット等

を活用したモデル施設育成のために必要な経費

を支援するものであります。

③の職場環境改善事業は、小規模法人を含む

事業者グループが行う経営の協働化や大規模化

等の取組に要する経費を支援するものでありま

す。

（２）事業の仕組みでは、県から民間企業等

に補助を行うこととしておりまして （３）成果、

指標といたしまして、特別養護老人ホームにお

ける介護ロボット導入率を95％に設定しており

ます。

続きまして、14ページを御説明させていただ

きます。

追加で提案いたしました議案第21号「令和６

年度宮崎県一般会計補正予算（第５号 」に係る）

補正予算であります。

長寿介護課の補正予算額は、左から３列目の

補正額の欄のとおり3,570万円の増額補正であり

ます。補正後の予算額は、右から３列目の補正

後の額の欄のとおり239億8,318万6,000円となっ

ております。

次に、15ページを御覧ください。

（事項）老人福祉施設整備等事業費の説明及

び事業名の欄、下から２行目の１の（１ 「老人）

福祉施設等災害復旧事業」3,570万円の増額補正

であります。

事業の内容につきましては、16ページを御覧

ください。

事業の目的でございますが、先月発生した日

向灘沖の地震により被災した社会福祉施設等の

復旧を支援するもので、予算額は右上に記載の

とおり、長寿介護課、障がい福祉課、こども政



- 14 -

令和６年９月19日(木)

策課の３課の合計で9,587万円であります。

事業の概要でありますが （１）事業内容に記、

載のとおり、被災した社会福祉施設等の復旧費

用の一部を助成するもので、①の老人福祉施設

等につきましては４施設で3,570万円、②の障が

い福祉施設等につきましては２施設675万円、③

の児童福祉施設等につきましては５施設5,342万

円を計上しております。

なお、本事業の対象につきましては、復旧に

要する費用が、保育所及び認定こども園につき

ましては30万円以上、それ以外の施設等につき

ましては80万円以上である場合に対象となりま

す。

今回対象見込みの施設は、全て日南市所在の

施設等で、被災の内容は、建物壁面の亀裂や給

水管の破損、天井パネルの崩落などと伺ってお

ります。

（２）事業の仕組みでございますが、国２分

の１、県４分の１を合わせた補助率４分の３の

金額を、対象施設の設置者である社会福祉法人

等に補助するものでございます。

なお、中核市につきましては、国から中核市

を通じて事業者へと補助が行われることとなり

ますので、宮崎市所在の施設への支援は、県の

予算には含まれておりません。

（３）成果指標につきましては、被災施設等

の復旧率は100％、事業の期間は令和６年度とし

ております。

厚生常任委員会資料17ペ○牧障がい福祉課長

ージを御覧ください。

障がい福祉課の補正予算額は、左から３列目

の補正額の欄にありますとおり675万円の増額補

正であります。この結果、補正後の予算額は、

右から３列目の補正後の額の欄にありますよう

に184億8,466万7,000円となっております。

それでは、補正内容について、18ページを御

覧ください。

（事項）障がい者自立推進費の説明及び事業

名欄、１「障がい福祉施設等災害復旧事業」675

万円の増額補正であります。

事業の内容につきましては、先ほど、長寿介

護課長が資料16ページに基づき説明いたしまし

たので、省略いたします。

厚生常任委員会資料19○長友こども政策局長

ページを御覧ください。

こども政策課の補正予算額は、左から３列目

の補正額の欄にありますとおり5,342万円の増額

。 、 、補正であります この結果 補正後の予算額は

右から３列目の補正後の額の欄にありますよう

に185億8,132万7,000円となっております。

それでは、補正内容について、20ページを御

覧ください。

（事項）児童福祉施設整備補助事業費の説明

及び事業名欄、１「児童福祉施設等災害復旧事

業」5,342万円の増額補正であります。

事業の内容につきましては、先ほど長寿介護

、 。課長が説明いたしましたので 省略いたします

執行部の説明が終了しました。○山内委員長

議案について質疑はありませんか。

まず、資料６ページです。昨日、○山下委員

ＮＨＫで、大阪の生活保護を受けている人たち

の現状を報道していました。

それで、就労自立給付金ですが、改正前は、

６か月間の就労収入額に応じて算定し支給され

ていた金額ですけれども、改正後は、期間が短

いほどというのは、どれぐらいの期間を想定し

ているんですか。

期間は６か月で変わりま○久保福祉保健課長

せん。

この仕組みを説明しますと、基礎額と、そこ
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に対象期間内における就労の収入額の10％程度

を上乗せして、保護廃止のときにお渡しするこ

とになっているんです。ですので、単身世帯だ

と２万円が基礎額になって、例えば10万円就労

があったとしたら１万円を上乗せして３万円を

保護廃止のときにお渡しするということで ずっ、

。と６か月間基礎額は２万円で同じだったんです

今回の改正では、仮に１月目で保護廃止にな

れば、４万円が基礎額になって、長くなるにつ

れてだんだん下がっていく仕組みで変更された

ことになります。ですので、例えば３か月以内

に保護廃止になるように就労すると、そのとき

にお渡しする給付金の額が上がるような、早く

就労につながるようなインセンティブを与える

改正にしているというような内容になります。

。 、 、○山下委員 分かりました 昨日 テレビでは

就労支援ということで、移行したときに３万円

しか支給されなくて、１か月の中での生活が大

変だと出ていたんです。運よく仕事に就けたら

いいし、体のいろんな体調不良も関連するんで

、 。しょうけれども なかなか仕事の継続が難しい

その辺の見極めは、この制度変更でちゃんとで

きていくものですか。

生活保護から脱却いたし○久保福祉保健課長

ますと、これまで免除されていたような税とか

社会保険料とか負担がかかりますから、就労自

立給付金は、激変緩和といったことを念頭に置

かないといけない。脱却直後の不安定な生活を

支えて、再度保護に至らないようにする目的で

設定されている給付金でございますので、本当

に安定収入があって、しっかりと保護から脱却

してやっていけるということを見極めながら、

こういう制度を活用するように指導していくこ

とになろうかと思います。

分かりました。○山下委員

その下の進学・就職準備給付金は、今まで大

学進学の給付がなかったから今度新たに入れる

ということですか。高校進学の場合はこういう

制度があるんですか。

これまで大学等に行かれ○久保福祉保健課長

る方については30万円とか10万円という準備金

が出ていたんですけれども、高校を卒業して就

職し、保護を離れる方については、これまでこ

ういう給付金の形の支給がなかったものですか

ら、大学に進学する者とのバランスを考えて同

。じように対象になったということでございます

高校に進学する者については、この給付金で

はなく、教育扶助等で学習支援として、扶助費

で見るようなことになろうかと思います。

なるほど、分かりました。○山下委員

関連して、４月の法改正による報○坂口委員

酬とか助成金、給付金の見直しということで、

かなり幅広い、生活保護の自立の促進を目標に

したところがあると思うんです。福祉事業関係

全体では、どういうところが今回の報酬あるい

。は助成金の見直しの法改正の影響を受けるのか

一つには、就労継続支援事業所Ａ型、Ｂ型も

見直されましたよね。効率を見て、助成がなさ

れるようになったことで、全国で事業所が329か

所閉鎖したんです。特にＡ型がほとんどで、少

なくとも5,000人ぐらいが解雇されたという影響

が出ているというんです。

その受皿とかないのであれば、財政面からも

何らかの改善をしていくべきです。努力すると

ころのみになっていく、いい流れとして捉えた

ときに、利用者、そこに就労している人、そこ

から派遣されていく人たちで、働き場をなくし

たとか、お世話するところをなくした人たちに

─対して、どういう対応がなされていくのか

対象になった就労継続支援事業所、あるいはほ
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かにどういったものが影響を受けるかは分から

ないのですけれども、県内でどういった状況に

あるのか、福祉保健課長にお聞きします。

確かに法律は生活困窮者○久保福祉保健課長

自立支援法の一部改正ということで、４月24日

に公布されているものでございます。

私ども所管の、就労自立給付金につきまして

は、法律とは別に厚生労働省の運用通知で６月

に改正されているものでございます。

先ほど御指摘があった就労継続支援事業所の

Ａ型云々というところについては、把握してお

りませんけれども 仕組みとしては セーフティ、 、

ーネットでどうカバーするかということだと思

います。

生活困窮者自立支援制度は生活保護に入る前

にいろんな指導や支援を行うような事業であり

ますし、そこをもってしても最低限度の生活も

なかなか難しいということであれば、生活保護

というような形で支援していくことになろうか

と思います。

今回、こういった報酬面や給付金○坂口委員

面で、随分努力を促すという方向で、必要なこ

とではあると思うんですけれども いきなりだっ、

たというのもあると思うんです。３～７月の５

か月間での閉鎖とか解雇のさっきの数字なんで

す。

だから、受皿が間に合ってないんじゃないか

。 、と思うんです そういったところで働いている

障がいを持つ人たちが今、宮崎県内でどういう

状況になったのか。５か月間で329か所というの

は、通常の年に比べると１年分の何倍になる、

すごく大きい数字だと聞いたんです。

それから、その受皿探しが今どういう具合に

なっているのか気になります。

坂口委員の御質問は、最○牧障がい福祉課長

近、新聞記事等で扱われた就労継続支援Ａ型事

業所が閉鎖に追い込まれているという関連での

御質問だと思います。

今回、新聞記事で扱われているような廃止事

例は、現在のところ宮崎県では該当はございま

せん。仮に事業所が廃止になった場合は、通常

Ａ型事業所であれば、障害者就業・生活支援セ

ンターとか相談支援事業所、あるいは市町村が

仲立をして、別のＡ型事業所へ移行する。ある

いはＢ型事業所でもう一度訓練し直して、また

別のＡ型を目指すというような流れで、生活保

護受給者に陥らないようサポートをする仕組み

を回しているところでございます。

直接議案に関係ないけれども、少○坂口委員

し気になったものだから聞きました。

、○野﨑委員 先ほどの進学・就職準備給付金は

高校を卒業して就労したということですけれど

も、例えば中学を卒業して就労したとか、高校

を中退して就労したというパターンはどうなる

のでしょうか。

この進学・就職準備給付○久保福祉保健課長

金につきましては、国で定められた制度で、対

象は高校卒業者を原則とするんですけれども 18、

歳に達する日以後の方までですので、中退の方

であっても18歳に達する日以後の最初の３月31

日まで、同じように就職に当たってこの給付金

の対象になるということでございます。

例えば中学校を卒業して、高校に○野﨑委員

、 。行かずに就職する場合は 対象になるんですか

この制度は、中学卒業者○久保福祉保健課長

に関しましても、18歳になる３月31日までの方

は対象になるんですけれども、国の通知の出し

方としましては、それを推奨するものではない

というような書き方になっていまして、出るの

、か出ないのかと言われれば出るんですけれども
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あくまでも上の学校に行ってもっと可能性を広

げてもらいたいというようなつくりになってお

ります。

生活保護を受けている世帯は、も○野﨑委員

、 、ちろん困窮していますから 早く仕事に就いて

早く収入を得て家族を助けたいという思いの子

供たちもいると思うんです。少数かもしれませ

んが、実際進学を諦めて中学校を卒業して働こ

うという思いの子もいて、その辺を高校に行く

ように促しているのかもしれませんし、中学校

卒業での就職を推奨するものではないという前

提がありますけれども、そこはしっかり酌んで

いただいて、何か支援していただきたい。生活

保護を受けている世帯は本当にぎりぎりでやっ

ていると思うので、そういった思いも子供たち

にあると思っています。

いろんな事情があって生○久保福祉保健課長

活保護の世帯になっているということがござい

ますので、そういうことが次の世代に引き続か

ないように、可能性が広がるように、しっかり

と支援をしていきたいと考えております。

基本的なことを教えてほしい○山内副委員長

んですけれども、県内で生活保護を受給してい

る世帯はどれぐらいいて、この給付金の対象と

なる世帯はどれぐらいいるんでしょうか。

令和５年度の生活保護世○久保福祉保健課長

帯数でいきますと、県内全部で１万3,880世帯ご

ざいます。県の所管でいきますと、郡部の福祉

事務所になりますが、1,449世帯ございます。就

労自立給付金がどれぐらいもらえるようになる

という見込みは、なかなか立てられないところ

がございます。

進学・就職準備給付金に関していいますと、

生活保護世帯の令和６年４月時点の県内の高校

生 この方々については、中学校を卒業して─

高校を中退された方とか中学校を卒業して働い

ている方ももちろんいらっしゃるんですけれど

も、高校３年生は82人いるというような状況で

あります。

医療政策課の「ドクターヘリ運航○齊藤委員

支援事業」について教えてください。

資料８ページの（事項）救急医療対策費の補

正後の額が９億4,600万円余 資料９ページの ド、 「

クターヘリ運航支援事業」が補正後で３億1,000

万円余ということですけれども、差額の６億円

余は、どういった事業に使われているのか、教

えてください。

（事項）救急医療対策費○徳地医療政策課長

のほかの事業としましては、例えば二次救急医

療機関への支援でありますとか、県医師会への

委託事業、救急医療に関する委託事業でありま

すとか、救急医療対策費という大きな事項の中

にそういった救急医療に関する事業がいろいろ

入っておりまして、その一部にドクターヘリも

入っております。

、「 」○齊藤委員 次に ドクターヘリ運航支援事業

の（１）事業内容に①「ドクターヘリ導入促進

事業 、②「ドクターヘリ運航支援事業」とある」

んですけれども、①と②の使途について、もう

少し詳しく内訳を教えてください。

まず、①「ドクターヘリ○徳地医療政策課長

導入促進事業」ですが、県から宮崎大学への運

航費の補助と、もう一つ、ドクターヘリの運航

調整委員会という事業の２つが補助メニューに

なっております。

②の「ドクターヘリ運航支援事業」700万円で

ございますが、国庫補助対象にならない事業で

ございます。例えばヘリの安全運航に関する保

守経費 運航管理システムの端末の保守料で─

ありますとか、あとはドクターヘリの運航に係
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るＩＰ無線などを使っているんですが そういっ、

、た無線のレンタル費用等の経費につきましては

県と市町村で協議会をつくっておりまして、そ

ういう協議会に対してお金を負担しているもの

です。

今回の①「ドクターヘリ導入促進事業」は、

あくまでも運航支援でございます。全国で今ド

クターヘリが約57機ぐらい飛んでいるんですけ

れども、国が昨年度の運航経費をいろいろ調べ

まして、補助基準額の算定の根拠となるのは年

間のヘリの飛行時間でございます。補助基準額

は、例えば240時間以上250時間飛んでいれば幾

らとか、250時間以上幾ら飛んでいれば幾らとい

う感じになっていまして、今回はヘリの燃油の

高騰の関係等で全国の運航に関する費用が上

がっていると、国がいろいろ算定して調べられ

た結果、補助基準額が増額になって、追加で内

示が来たものでございます。

ドクターヘリはそもそも宮崎大学○齊藤委員

医学部のほうで購入するものであって、そこに

県がいろいろと支援していくということなんで

すね。

、○徳地医療政策課長 ヘリの所有は航空会社で

基本はリースしているものでございまして、そ

の運航の経費を国と県が補助しています。契約

自体は宮崎大学が西日本空輸と今運航を委託す

る契約を結んで、ヘリの稼働をしているもので

ございます。

あと （２）事業の仕組みの②のと○齊藤委員 、

ころで、ドクターヘリ運航支援事業の分だと思

うんですけれども、県と市町村の負担がどうい

う内訳になっているのか、教えてください。

基本、県が２分の１、あ○徳地医療政策課長

と残りの26市町村が２分の１でございます。そ

の26市町村の負担については、人口割と均等割

等を勘案して、毎年市町村の負担金審議委員会

の審議をいただきまして、負担していただいて

いるものでございます。

参考までに、宮崎市がどれぐらい○齊藤委員

負担しているのか、教えていただけますか。

宮崎市が約196万2,000円○徳地医療政策課長

200万円弱で、一番多い金額になっておりま─

す。

ドクターヘリは、10年ぐらいにな○山下委員

りますか。

平成24年から運航してい○徳地医療政策課長

ますので13年ぐらいになります。

13年ですね。○山下委員

今回、年間予算で当初の２億8,500万円で足ら

ないから今回補正を組まれたわけですよね。こ

れは３月までの不足分の補正ということですよ

ね。

今年の年度内の予算でご○徳地医療政策課長

ざいます。

分かりました。○山下委員

この成果指標は450件の要請に対して400件が

出動するということですね。これは何年分です

か。１年間分じゃないですよね。

令和５年度につきまして○徳地医療政策課長

、 。は 現場出動と転院搬送が約353件ございました

実際、要請があっても、要請があった後にキャ

ンセルになる件数もございますし、あとは要請

したけれども、症状を見てドクターカーで対応

できるので、飛行前に飛行はキャンセルという

事例もございまして、要請と出動の差が出てい

るものでございます。

年間の出動回数400件というのは、○山下委員

どういう数字ですか。

、○徳地医療政策課長 現場に駆けつけるものと

あと病院の転院搬送の件数でございます。
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１年間ね。○山下委員

１年間です。○徳地医療政策課長

分かりました。○山下委員

都城市も市郡医師会病院にドクターヘリが

しょっちゅう来て搬入されていきます。このド

クターヘリの広域連携も議論してきたかと思う

んです。地域連携というのは、例えば、熊本県

に行ったり、逆に熊本県からこっちに来たり、

大分県からもあったり、鹿児島県と都城市でも

あるだろうと思うんです。

例えば、宮崎県のドクターヘリが熊本県に飛

、 。んで行くこともあるのか 鹿児島県に行くのか

、 、逆に 宮崎県外から宮崎県内の医療機関に来る

そういう事例がどれぐらいあるのか、分かれば

教えてください。

大学から事例でよくお聞○徳地医療政策課長

きするのが転院搬送ですけれども、例えば患者

を高千穂町の病院から熊本県の日赤病院に運ん

だりという事例もございますし、あとは都城市

辺りですと、曽於市の患者を都城市郡医師会病

、 、院とかに運ぶ例もございますが 恐らく年間で

お互いに搬送している件数は多分10～20件ぐら

いのレベルだったと思います。

分かりました。○山下委員

もう一回、生活保護についてお聞きしたいと

思います。

先ほど、生活保護世帯が１万3,880世帯と説明

していただきました。宮崎県は全国の中で人口

割で比較すると給付対象はどのぐらいなのか 10。

万人当たりだったらどれぐらいとか出ていると

思うんですけれども、全国で宮崎県がどの位置

にあるのか、教えてください。

数字を確認させてもらっ○久保福祉保健課長

て、後で報告でもよろしいでしょうか。申し訳

ございません。

ドクターヘリの件ですけれども、○井本委員

①「ドクターヘリ導入促進事業」と書いてある

、 。から また導入してくれるのかと思ったんです

ドクターヘリがカバーしていないのは、日本

で何か所かしかない中で、宮崎県の県北が入っ

ているんです。これに対するアプローチという

ことで、ドクターカーを使ったり、あおぞらを

飛ばしたり、いろんなことをやっているみたい

ですけれども、新しく導入するようなことは今

のところ全くないんですか。

大学の救命の先生たちと○徳地医療政策課長

いろいろ話して、例えば２機目を入れるにして

も、ドクターヘリに搭乗する医師の数が今の状

況ではまだ足りないと伺っております。

あと、導入するかどうかになりますと、初期

の導入経費として、例えば宮崎大学に入れると

きも８億円くらいと、ヘリを格納するヘリポー

トの準備等で結構かかっていまして、その辺を

見極めながら検討していく必要があると思って

います。

ただ、県立延岡病院はドクターカーが年間350

件くらい出動していまして、その分でカバーで

きている部分もございますし、救急医の数も少

しずつ増えていて、例えば今までは県北に運ん

でいた患者を宮崎大学まで必ず戻していたとこ

ろを、高千穂町の患者は延岡市に下ろして帰っ

てくるとか、Ｊターンみたいな感じでドクター

ヘリも使っていますので、その辺の状況も見極

めながら、まずは大学の先生たちの確保といい

ますか、救急医の人数が増えてきてからの話で

はないかと思っています。

分かりました。○井本委員

そういうドクターヘリを導入しようというよ

うな動きはあるんですか。

医療政策課として、そう○徳地医療政策課長
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いった前向きの検討している状況ではなくて、

延岡市などの要望もよくありますが、そういっ

たときに、大学の先生と話をしているレベルで

ございます。

連絡協議会をわざわざつくってい○井本委員

るんだから、そういうところで、次の導入に取

りかかるようなことは全然考えていないんです

か。

連絡協議会は年１回総会○徳地医療政策課長

をして、現在のドクターヘリの状況等をお話し

するんですけれども、その場で県北の市町村の

方から、そういったお話をいただくことは現状

ではございません。

いやいや、それでは困るんです。○井本委員

今からやるつもりはあるのかという話です。

救急医の確保ができて、○徳地医療政策課長

人数が増えてきたら検討する必要はあると思っ

ています。

簡単に言えば、あんまり必要性を○井本委員

感じていないということですか。

ないより絶対にあったほ○徳地医療政策課長

うがいいという話を、先生たちもおっしゃって

はいるので、あとは医者の数と導入コスト等を

勘案することになるかと思っています。

しつこいようだけれども、とにか○井本委員

く県北は空白地帯になっていると、みんな思っ

ているわけです。ドクターヘリが届かないこと

もないけれども、時間がかかる。実際、心臓病

、だったら何分間で行かないと間に合わないとか

あるんでしょう。

日本の中で何か所しかないうちの１か所であ

るというのは、県議会議員としても、我々とし

ては少し恥だから、何とかカバーしてほしいと

思っているわけです。県としてはそういう意識

があるのか。皆さんの中で意識を持って、２機

目の導入を何とかやってほしいという思いであ

ります。よろしくお願いします。

そういった御意見をちゃ○徳地医療政策課長

んと受け止めて、検討していきたいと思ってい

ます。

先ほど御質問のありまし○久保福祉保健課長

たのは本県の生活保護率の全国順位ということ

になろうかと思うんですけれども、令和５年12

月時点の数値でございますが、人口比率でいい

ますと本県が1.6％となっています。これは、全

国で見ますと、高いほうから見て16番目の数字

ということになります。

一番高いのはどこですか。○山下委員

全国順位で一番高いとこ○久保福祉保健課長

ろは、大阪府の3.04となっております。

分かりました。○山下委員

資料12～13ページで、介護現場の負担軽減の

ための取組です。例えば、改善事業「介護現場

におけるＩＣＴ導入支援事業」です。

私もいろんな現場に視察に行ったときに、例

えば、要介護３以上の人たちが高齢者施設にい

ます。ベッドに寝たきりになります。そうした

ときに、脈拍、血圧、心拍とか、様々なデータ

がベッドに寝たままで集中管理データの中に出

てくる。おむつ交換とか夜中に定期的に２回ぐ

らいしないといけないところ、おむつ交換をす

る必要があるかどうかもデータで出てくるんだ

ということです。その普及率を高めていこうと

。 、いう理解でよろしいですか どういう仕組みか

教えてください。

おっしゃるとおりの部分○島田長寿介護課長

が当然ございます。介護ソフトとか、それから

介護ロボット、見守り系のセンサーなどが最近

は多く導入されておりますけれども、そういっ

たＩＣＴ、介護テクノロジーを活用していただ
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いて、より効率的な業務に充てていただく。ま

た職員の負担軽減とともに時間の節約等にもつ

ながりますので、その分介護の質の向上にも充

てていただくということで、より多くの事業所

に導入していただきたいと考えております。

この成果指標のところで、令和６○山下委員

年度現在で56事業所が導入しています。このケ

アプランデータ連携システム導入事業所数は現

在の56事業所を90事業所まで、この事業で増や

そうということですか。

今回 （１）②○廣池医療・介護連携推進室長 、

の「ケアプランデータ連携システム活用促進モ

デル地域づくり支援事業」といいますのは、ケ

アプランデータ連携システムでケアプランのデ

ータをやり取りするモデル地域を３つほど選定

しまして、その中で集中的に導入の促進をして

いくという事業でございます。

基本的には、小さい規模の自治体等を想定し

ておりまして、その中でなるべく多くの割合の

事業所の方にケアプランデータ連携システムを

使っていただいて、データのやり取りをオンラ

インで進めていただくということを想定してお

ります。

現在56事業所ありますが、少なくとも１モデ

ル地域当たり10事業所程度入っていただくこと

を想定しまして この成果指標ではプラス34の90、

。事業所とさせていただいたところでございます

分かりました。これは、改善事業○山下委員

ですよね。事業をスタートして何年になるんで

すか。

今回の事業に○廣池医療・介護連携推進室長

つきましては改善事業ではございますが、今回

新たに出てきたメニューということで、この９

月定例会の補正後から開始させていただくもの

でございます。

分かりました。○山下委員

改善事業「労働環境改善に向けた介護ロボッ

ト導入支援事業」の成果指標ですけれども、現

状で78.5％の導入が進んでいますということで

すよね。事業開始から何年ぐらいで78.5％まで

達したんですか。

、○島田長寿介護課長 この事業につきましては

今78.5％が何らかの介護ロボット等の機器を導

入しているということでございます。

事業の始期は確認させていただいてよろしい

でしょうか。

お願いします。○山下委員

成果指標では今年度には95％まで持っていこ

うということで、ほぼ100％ですよね。この事業

の予算は１億3,500万円で、今回補正で出された

のは積み上げが増えてきているのか、期待が多

くて増えてきた中での補正なのか、そこも教え

てください。

先ほどの事業の開始時期○島田長寿介護課長

ですけれども、令和元年度からこの事業を実施

しております。

事業者の皆様も ＩＣＴや介護ロボットを使っ、

た業務の効率化でありますとか、人材、職員の

負担軽減には非常に興味が高く、要望が非常に

多いということでございます。

分かりました。○山下委員

私も「労働環境改善に向けた介護○齊藤委員

ロボット導入支援事業」でお尋ねしたいんです

けれども、事業の目的のところで、モデル施設

の育成、小規模事業者の協働化・大規模化等を

支援と下線が引いてあるんですけれども、もう

少し分かりやすく御説明をお願いしていいです

か。

まず （１）②「モデル施○島田長寿介護課長 、

設育成事業」でございますが、ＩＣＴや介護ロ
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ボットの導入といった生産性の向上の取組を進

めていくことが なかなか難しいと考えていらっ、

しゃる事業者もいる中で、各地域に成功事例を

つくって、取組事例、模範として、ほかの事業

者にも取り組んでいただくようなことを考えて

おります。

介護ロボット等を活用した取組について、モ

デル施設を３施設ほどを想定しておりますが、

取り組んでいただいて、その事例等を皆様に横

展開していくといったことを考えております。

それから （１）③「職場環境改善事業」も国、

のメニューでございますけれども、幾つかの事

業者グループが協働で取り組んでいただく生産

性向上、あるいは業務の改善の取組を対象とし

て支援を行うことを考えております。

成果指標では現状８割近くが導入○齊藤委員

されているということだから、モデル施設の育

成という説明を聞いたときに、どういったモデ

ルをイメージされているのか、少し理解できな

くてお尋ねしたんです。

国のメニューを活用した○島田長寿介護課長

事業でございますけれども、今多くの事業所で

導入されておりますのが見守りあるいはコミュ

ニケーションといった種類の介護ロボットでご

ざいます。そのほかにも、例えば職員の移乗と

か入浴の際の体力的な負担を軽減するための機

器でありますとか、様々な介護ロボットが出て

きております。そういった様々なものにモデル

的に取り組んでいただくことで、いろんな事業

所で取り組んでいただくきっかけにしていただ

きたいと考えております。

募集は、具体的にいつぐらいから○齊藤委員

どういった形でされるものですか。

介護ロボットの導入支援○島田長寿介護課長

事業はもともと当初予算で基金事業として計上

させていただいておりますので、今回、国の補

助事業を活用して事業を拡充していくことにな

ります。二度三度と募集がかかると事業者にも

混乱を招きますので、既存事業は９月末までの

募集をかけているところでございます。新たに

設けます事業につきましては、これから事業の

内容を皆様に周知することになろうかと思いま

す。

これは、市町村役所で受け付ける○齊藤委員

ということでいいんですか。

この補助事業自体は県か○島田長寿介護課長

ら補助を行うということになりますので、県で

受け付けることになります。

分かりました。○齊藤委員

暫時休憩いたします。○山内委員長

午前11時57分休憩

午前11時57分再開

それでは、委員会を再開いたし○山内委員長

ます。

ここで、委員の皆様にお諮りいたします。

質疑が続いておりますが、残りの質疑につき

ましては午後１時から行いたいと思いますが、

いかがでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、委員○山内委員長

会は午後１時から再開といたします。

暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後０時58分再開

それでは、委員会を再開いたし○山内委員長

ます。

次に、報告事項に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了
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した後にお願いいたします。

宮崎県の出資法人○新村指導監査・援護課長

等への関与事項を定める条例の規定に基づき、

県出資法人等の経営状況について御報告いたし

ます。

令和６年９月県議会定例会提出報告書（県が

出資している法人等の経営状況について）の資

料をお願いいたします。

冊子ですと183ページ、タブレットのスライド

番号では187ページになります。

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団の経営評

価報告書について御説明します。

説明に入ります前に、冒頭に部長から報告が

、 。ございましたとおり 訂正が１か所ございます

別紙で訂正表をお配りしておりますけれども、

こちらの報告書で御説明申し上げます。

資料183ページの中ほど、県関与の状況の財政

支出のところの県委託料の令和５年度分とし

て9,889万9,000円とございますが、正しく

は9,076万3,000円であります。タブレットのデ

ータは修正後の数値となっております。訂正し

て重ねておわび申し上げます。申し訳ございま

せんでした。

それでは、まず、概要についてですが、上か

ら４つ目の欄、総出資額は１億3,755万4,000円

で、県からの出資はございません。

次に、県関与の状況についてであります。

まず、人的支援ですが、令和６年度は、県退

職者４名が役員で 常勤１名 非常勤３名となっ、 、

ております。

次に、財政支出等でありますが、左側の中ほ

ど、令和５年度の欄を御覧ください。県委託料

が9,076万3,000円、県の補助金が2,891万8,000

円となっております。主な内訳は、下の欄の主

な県財政支出の内容のとおりであります。

一番下の欄の活動指標でありますけれども、

①11施設の年間の延べ入所者数は、目標値に対

し達成度は99.0％、②グループホームの年間の

延べ利用者数につきましては、目標値に対し達

成度104.5％となっております。

次のページを御覧ください。

財務状況についてであります。

表左側の事業活動計算書の令和５年度の欄を

御覧ください。

収益は44億9,262万9,000円で、収益から費用

を差し引いた当期活動増減差額は１億7,455

万8,000円となっております。

次に、その下の表、財務指標ですが、①の人

件費比率は達成度98.7％、②の経費比率は達成

度100.4％、③の経常増減差額率は達成度130.0

％となっております。

最後に、総合評価でありますが、右側の県の

評価の欄を御覧ください。

、平成29年度から会計監査人が設置されており

７年連続で最も優れた評価である無限定適正意

見が付与されております。

活動指標については、施設の年間延べ入所者

数が目標を僅かに下回っておりますが、ほぼ目

標を達成しております。

財務指標については、人材確保のための費用

の増加や物価高騰による事業費増加の中、人件

費比率が目標を僅かに下回っているものの、そ

の他の指標は目標を達成しております。

一部の指標で目標に僅かに届かない項目があ

るものの、経常増減差額で黒字を確保しつつ、

施設整備の積立ても着実に実施されるなど、全

、体的な経営状況としては問題ないと考えており

県の評価をいずれもＡとしております。

医療政策課が所管してお○徳地医療政策課長

ります公立大学法人宮崎県立看護大学につきま
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して報告させていただきます。

同じく、令和６年９月県議会定例会提出報告

書（県が出資している法人等の経営状況につい

て）の紙冊子では９ページ、タブレットでは13

ページをお開きください。

県立看護大学は、２つの法律と県条例に基づ

き議会に報告する必要がありますが、初めに地

方自治法に基づく令和５年度事業報告書であり

ます。

１の事業概要ですが、県の定めた中期目標を

達成するため、中期計画等に沿った大学運営を

行い、高い資質を備えた看護職者の育成等を通

じて、本県の保健、福祉の充実に貢献すること

としております。

２の事業実績ですが （１）教育研究の実施に、

ついて、事業費は９億6,100万円余で、事業実績

としましては、令和５年度の国家試験合格者は

看護師94名、保健師１名、助産師15名で、看護

師４名を除き全員が合格しました。

３つ目でありますが、学生アンケートによる

授業内容満足度は、５段階評価の上位２項目の

割合が94.1％であり、４つ目、５つ目に記載の

県内就職対策として、高校訪問や進学説明会等

を実施したほか、推薦入学生を対象としたスタ

、 、ートアップ講座のほか 合同就職説明会の開催

次のページになりますが、低学年向けの県内医

療機関向けバスツアーの実施など、県内就職へ

の意欲促進のための取組を実施しております。

（２）の地域貢献に関する取組の実施につき

ましては、事業費は3,900万円余で、事業実績と

しまして、１つ目の感染管理認定看護師の教育

課程を開講し、感染症に対応する看護師を21名

、 、養成したほか 市町村や関係団体等と連携して

人材育成や出前講座を22回実施しております。

次に 紙冊子では11ページ タブレットでは15、 、

ページの貸借対照表を御覧ください。

、令和６年３月末時点の財政状況になりますが

Ⅰの資産の部の１、固定資産の（１）有形固定

資産のうち、上から２つ目、建物１億4,800万円

余の増加は、主に大学の電気設備や消火設備の

改修工事によるもので、その３つ下のリース資

産3,400万円余の減少は、減価償却に伴う資産の

減少によるものです。

次に、Ⅱの負債の部、１、固定負債の資産見

返負債の各項目がゼロとなっておりますが、国

の地方独立行政法人会計基準が改定され、令和

５年度から資産見返負債の科目が廃止された影

響によるものです。この資産見返負債の科目は

企業会計ではなじみのないものですが、建物や

備品などの固定資産を何の経費で取得したかに

よって、そこに記載がありますように資産見返

何々と計上するもので、資産と負債を均衡させ

る損益均衡という会計基準上必要な処理であり

ました。

次の長期繰延補助金等10億7,100万円余です

が、この科目は新たな会計基準で令和５年度か

らできたもので、補助金で取得した固定資産等

のみ従来の資産見返負債と同様の処理を継続す

ることとなっております。

続きまして、Ⅲの純資産の部、３、利益剰余

金の教育研究向上積立金、積立金、前中期目標

期間繰越積立金についてでありますが、毎事業

年度の利益の取扱いや中期目標期間終了後の積

立金は、地方独立行政法人法の規定により処理

することとなりますが、中期計画で定めた使途

にこの積立金から充当できるものが教育研究向

上積立金、中期目標期間の終了時に県に返納す

るものが積立金となっており、令和４年度で第

１期６年間の中期計画が終了したことから、令

和５年度にその処理を行ったため、教育研究向
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上積立金と積立金はゼロとなっております。

次に、第１期中期計画期間の平成29年度から

、令和４年度までの教育研究向上の積立金のうち

知事の承認を受け、今後の老朽化した施設の整

備、備品等の更新に充てる費用として、前中期

目標期間繰越積立金１億1,100万円余が計上され

ているところです。

次に、その下の当期未処分利益５億4,900万円

余につきましては、先ほども説明した新たな会

計基準で資産見返負債の科目は廃止されました

が、令和５年度からは決算年度中に運営交付金

や寄附金など補助金以外の財源で固定資産や備

品等につきましては取得した時点で収益化する

こととされたため、令和５年度はこれに併せま

して法人化の際に県から譲渡された図書や補助

金以外の財源で取得し、まだ収益化処理をして

いなかった固定資産等について一括して収益化

する必要があったことから、大幅な増額となっ

ております。

次のページ、損益計算書を御覧ください。

まず （１）経常費用の教育経費2,300万円余、

の増加は、主に物価高に伴う電気代や燃料費の

増加によるもの、上から６つ目の教育人件費

の6,400万円余の増加は、主に退職金支出の増加

によるものです。

次に ２ 経常収益の運営費交付金収益6,700、（ ）

万円余の増加は、先ほど説明しました教育人件

費の退職金支出によるもの、上から７番目、補

助金等収益6,700万円余の増加は、主に長寿命化

計画に基づきまして行います施設の改修工事に

対応するためのものでございます。

また、その下の資産見返負債戻入の欄がゼロ

になっておりますが、これも先ほど説明いたし

ました資産見返負債の科目廃止によるものでご

ざいます。

これらの結果 （２）の経常収益計12億1,200、

万円余から（１）経常費用計11億7,300万円余を

差し引いた経常利益は3,900万円余であり、これ

が本年度の実際の利益となります。

一方 （４）臨時利益として、資産見返運営費、

交付金等戻入など３つの科目で合計５億1,000万

円余が計上されておりますが、先ほども説明し

ました貸借対照表の未処分利益のところでも御

説明しましたが、新たな会計基準により補助金

以外の財源で取得し、まだ収益化していなかっ

た固定資産については一括して収益化した影響

によるものでございまして、数字上は大きな金

額となっておりますが、実際に現金収入があっ

たものではございません。そこで、一番下の当

期純利益と当期総利益として （４）の臨時利益、

５億1,000万円余と、経常利益の3,900万円余を

合計した５億4,900万円余となっております。

次の13ページを御覧ください。

令和６年度事業計画書でありますが、事業概

、要につきましては前年度と同様でございまして

事業計画としまして （１）教育研究の実施の事、

業費９億9,900万円余 （２）地域貢献に関する、

取組の実施の事業費2,500万円余を計上し、引き

続き教育研究活動の推進、地域貢献に関する事

業に取り組むこととしております。

また、次のページでございますが、３、収支

計画であります。

費用の部の合計は11億5,500万円余であり、収

益の部の合計も同額の11億5,500万円余となって

おります。当年度欄の臨時利益はゼロでござい

まして、昨年度は５億1,000万円余となっており

ますが、前年度につきましては、新たな会計基

準が適用されることを踏まえ、補助金以外で取

得した固定資産の収益化する分を臨時利益とし

て計上していたものであります。
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続きまして、紙冊子の147ページ、タブレット

では151ページを御覧ください。

宮崎県の条例に基づく経営評価報告書であり

ます。

県立看護大学は 平成９年４月に開学 平成29、 、

年４月より公立大学法人となり、総出資額は39

億8,800万円余で、大学の土地、建物、全てが県

の出資であります。

次に、中段の県関与の状況ですが、人的支援

の右側の令和６年度の合計欄のとおり、役員数

は７名、うち県退職者は２名、職員数は71名、

うち県職員は12名、県退職者は３名となってお

ります。

次に、その下の主な県財政支出の内容の欄の

、 、①～⑤にありますとおり 令和５年度決算額は

①の運営費交付金７億8,700万円余、②の施設設

備整備事業３億400万円余などとなっておりま

す。

次に、一番下の活動指標欄ですが、①の県内

就職率の実績が45.6％で達成度は91.2％、②の

地域貢献事業の実績は12事業で達成度は80％と

なっております。

次のページを御覧ください。

財務状況の損益計算書と貸借対照表は、先ほ

ど説明いたしましたので省略させていただきま

す。

中段の財務指標につきましては、県立看護大

学は営利事業を行う法人でないため、収支バラ

ンスを100％以内に収めることを目標としており

ますが、実績値は96.8％となっております。

次に、直近の県監査の状況ですが、監査にお

ける指摘事項はありませんでした。

最後に、総合評価欄右の県の評価のところで

ございますが、県内就職率は目標の50％を達成

、 、できませんでしたが 県内就職率の向上に向け

低学年からのキャリア教育をはじめ、県内医療

機関合同説明会や就職ガイダンスの実施、県外

に就職した理由の調査、要因分析を行うなど、

県内就職に向けた意識醸成を図っていること、

財務指標も収入の範囲内で適切な運営が行われ

ていることなどから、活動内容、財務内容及び

組織運営、いずれの評価もほぼ良好のＢとして

おります。

続きまして、別冊の令和６年９月県議会定例

会提出報告書（公立大学法人宮崎県立看護大学

の令和５年度の事業実績に関する評価結果につ

いて）御説明をいたします。

別冊の評価資料もございますが、常任委員会

資料により説明をさせていただきます。委員会

資料の21ページを御覧ください。

１の趣旨等にありますとおり、法の規定によ

り、毎年度の業務実績について外部有識者から

成る宮崎県地方独立行政法人評価委員会の評価

を受け、その評価結果を県議会に報告させてい

ただくものであります。

２の評価方法としましては、法人が作成した

令和５年度の業務実績報告書を評価委員会で検

、 。証し 大項目ごとに５段階で評価を行いました

22ページを御覧ください。

評価は、第１～５の項目ごとに５名の評価委

員により、右の評価内容の評価区分にあります

とおり、Ⅰ～Ⅴの５段階評価で行いました。

23ページを御覧ください。

業務実績評価の結果でありますが、第１の項

目は、県内就職率など一部で目標を達成できま

せんでしたが、推薦入学生向けの学修意欲向上

の取組や、学年に応じたキャリア教育・就職ガ

イダンスなど、県内就職に向けた意識醸成を計

画的に実施しており、看護師等に対する研修会

等を通じて看護職者の専門性・実践力の向上を
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、 。図っていることなどから Ⅳと評価されました

また、第２の業務運営の改善等に関する目標

達成に関する項目では、働き方改革の推進や教

職員の労務管理に的確に取り組んでいるほか、

教職員の教育研究活動や業務実態の把握 コミュ、

ニケーションツールの活用等により業務の効率

化を推進していることから、Ⅲと評価されまし

た。

第３の財務内容の改善に関する項目につきま

しては、授業料等の全額納付や大学全体で光熱

水費の経費削減に取り組むほか、長寿命化計画

に基づき計画的に施設整備の改修を行っている

ことなどから、Ⅳと評価されました。

24ページを御覧ください。

第４の項目につきましては、令和４年度に受

審した学校教育法に基づく大学機関別認証評価

での指摘事項や、評価結果に基づいた改善、大

学ホームページで迅速な情報発信を行っている

ことなどから、Ⅳと評価されました。

第５の項目につきましては、大学の安全管理

に関し、ＢＣＰの策定や避難訓練の実施など、

学内の危機管理に対する意識の向上や情報セ

キュリティー研修など、大学の安全管理・法令

遵守等の意識啓発に努めていることから、Ⅲと

評価されました。

（２）の全体評価でありますが、各項目の業

務計画の一部で改善の余地はあるものの、多く

の業務で年度計画を達成し、業務実績もおおむ

ね順調に進捗していると認められるとの評価に

なりました。

まず、紙冊子の報告書で○壹岐衛生管理課長

は149ページ、タブレットでは153ページをお願

いいたします。

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ーの経営状況についてであります。

初めに概要ですが、同センターは昭和55年に

設立され、総出資額780万円のうち県の出資額

、 。は200万円 出資比率は25.6％となっております

また、設立の目的ですが、理容・美容・クリ

ーニングなど生活衛生関係営業の経営の健全化

や振興を通じまして、衛生水準の維持向上と利

用者、消費者の利益の擁護を図ることとされて

おります。

次に、県関与の状況であります。

人的支援につきましては、常勤役員１名と職

員２名の、３名が県退職者となっており、また

財政支出等につきましては、県からセンターへ

補助金と委託料を支出しております。

、 、主な県財政支出の内容ですが 令和５年度は

①「生活衛生営業指導事業」としてセンターが

行います各種の相談・指導に必要な運営費に対

する補助金2,966万6,000円のほか、②、③の委

託料、補助金となっております。

次に、一番下の表の中ほどにあります活動指

標を御覧ください。

①の経営指導員の巡回指導数は、目標値を達

成しております。②の生活衛生営業指導員の巡

回指導数につきましては 達成度は78.7％となっ、

ております。

次のページをお願いします。

財務状況であります。

表の左側、正味財産増減計算書を御覧くださ

い。上から３段目の、当期経常増減額、いわゆ

る単年度収支を御覧いただきますと、令和５年

度は67万2,000円の黒字となっております。

表の右側、貸借対照表を御覧ください。

中ほどの正味財産につきましては、ここ３年

大きな変動はございません。

次に、その下の財務指標を御覧ください。

①の県補助金比率は、目標値88％に対し実績
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、 。値が85.4％となり 目標値を達成しております

また、②の管理費比率は、目標値8.1％に対し実

、 。績値が8.0％となり 目標値を達成しております

最後に、総合評価でありますが、右側の県の

評価の欄を御覧ください。

活動指標に関しましては、生活衛生営業指導

員の巡回指導は、コロナ禍の影響等によりまし

て目標値を下回ったものの、経営指導員の巡回

指導数は目標値を達成し、物価高騰等で影響を

受けた事業者の経営相談など重要な役割を果た

したと考えております。

財務面に関しましては、今後とも経費節減や

自主財源確保への取組を進め、健全な経営に努

める必要があると考えております。

評価としましては、活動内容をＢ、財務内容

をＡ、組織運営をＡとしております。

当課で所管しております○德山健康増進課長

２つの法人について御説明いたします。

報告書の23ページ、タブレットのスライド番

号では27ページをお開きください。

公益財団法人宮崎県移植推進財団の令和５年

度の事業報告になります。

１の事業概要です。

当法人は、臓器移植の普及を促進するため、

県民への移植医療の知識や意義の普及啓発、医

療機関への情報提供及び移植医療が適正に行わ

れるための支援を行ったところです。

２の事業実績です。

（ ） 、１ の普及啓発に関する事業としましては

財団ホームページによる情報発信や情報誌の発

行、看護学校等における出前講座等を行ってお

ります。

（２）の臓器提供の意思表示を促す事業とし

ましては パネル展示や県内各所へのリーフレッ、

トの配布、それから10月の臓器移植普及推進月

間におきますイベント等を通した集中的な啓発

のほか、若い世代を中心に臓器移植について考

えてもらうための取組としまして、臓器移植を

テーマとしました“いのちのリレー”ポスター

コンテストを実施しております。

、（ ） （ ）また ３ の腎臓移植希望者への助成や ４

の臓器提供医療機関の体制整備支援・教育及び

臓器移植関係機関相互の連絡調整等に関する事

業を行っております。

24ページを御覧ください。

（５）の臓器のあっせんに関する事業としま

して、臓器移植に係るあっせん等を行っており

ます。

続きまして、25ページの貸借対照表を御覧く

ださい。

当年度の欄、令和５年度の資産の合計額は、

表の中ほどになりますが4,998万4,814円、負債

合計額は90万6,036円、正味財産の合計は一番下

から２番目4,907万8,778円となっております。

次に、26ページの正味財産増減計算書を御覧

ください。

令和５年度の経常収益は、賛助会員からの会

費、県の補助金や民間団体からの助成金など、

表の中ほどになりますが、合計1,405万5,777円

となっております。一方、経常費用としまして

は、人件費、普及啓発費等の事業費と管理費を

合わせまして、下から２番目にありますとお

り1,264万2,963円となっております。

続きまして、報告書の29ページ、タブレット

のスライド番号では33ページを御覧ください。

令和６年度の事業計画について御説明いたし

ます。

令和５年度と同様、令和６年度も引き続き、

２の事業計画の（１）～（５）の事業を行い、

臓器移植の普及促進及び医療機関への支援等を
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行うこととしております。

、 。次に 30ページの収支予算書を御覧ください

経常収益の合計は、表の中ほど1,430万4,000

円です。昨年度より約158万円の増を見込んでお

ります。これは、事務局職員の賃金の増額に伴

う県からの補助金の増や、他県からのコーディ

ネーター派遣要請の増に伴い 日本臓器移植ネッ、

トワークからの助成金の増が見込まれることに

よるものでございます。

、 、経常費用は 事業費と管理費を合わせまして

次の31ページになりますが、表の中ほど1,429

万3,000円としており、こちらも147万円余の増

となっております。

続きまして、本財団の条例に基づく報告とな

ります。

報告書の151ページ、タブレットのスライド番

号では155ページをお開きください。

法人の概要についてであります。

総出資額は4,679万4,000円で、うち県出資額

は2,961万9,000円、県出資比率は63.3％であり

ます。

県関与の状況については、人的支援といたし

まして、令和６年度は役員９名のうち、県職員

が３名、県退職者が３名であります。県退職者

のうち１名が常勤となっておりますが、それ以

外はいずれも非常勤であります。

県の財政支出としまして、令和５年度におい

て補助金770万2,000円を支出しておりますが、

これはその下の、主な県財政支出の内容欄にあ

ります宮崎県臓器移植推進事業補助金として、

事業活動に必要な経費に対する補助を行ったも

のであります。

また、その他の県からの支援等にありますよ

、 。うに 事務局を健康増進課内に置いております

実施事業につきましては、先ほどの説明と重

複いたしますので省略します。

活動指標は、会議、研修会回数、臓器提供意

思表示啓発リーフレット配布のほか、出前講座

の実施回数となっております。

会議、研修につきましては、県が指定する12

の協力病院の連携強化・情報交換や移植医療従

事者の資質の向上等を目的に実施している腎臓

提供協力病院連絡会議・研修会であり、昨年度

。は目標としている２回の開催となっております

新型コロナを契機として、関係者の皆様により

参加しやすい形で実施することとしており、ハ

イブリッド方式で１回、オンラインにより１回

開催したところであります。

臓器提供意思表示啓発リーフレットの配布に

つきましては、達成度が83.0％であり、目標に

届きませんでした。引き続き、病院や薬局など

関係機関の御協力をいただきながら、イベント

などの機会も活用し、今後も多くの方に配布し

てまいりたいと考えております。

出前講座につきましては、令和５年度10回の

目標を達成しております。医療の道に進もうと

する学生を対象として、主に医療系専門学校等

で実施しておりますが、臓器移植について幅広

く知っていただくことが大切であることから、

近年、一般の中学校でも実施しているところで

す。

報告書の152ページを御覧ください。

財務状況につきましては、先ほど御説明した

とおりです。

次に、財務指標についてであります。

①自己収入比率は目標値の20.0％に対して実

績は36.4％、②事業費比率については目標の68

％に対して実績は91％となっております。

次に、下の総合評価の右側の欄を御覧くださ

い。
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10月の臓器移植普及月間や各種のイベント、

みやざき“いのちのリレー”ポスターコンテス

トを通じまして、普及啓発事業を積極的に行っ

ております。また、出前講座を行うことで、広

く若い世代に対して、臓器移植について考えて

いただく機会を提供しております。

財務面では、賛助会員や寄附の募集にも積極

的に取り組み、昨年度に引き続き、基本財産を

取り崩すことなく事業が行われたところであり

ます。

なお、自己収入比率が大きく増えております

が、賛助会費、寄附金の前受け処理など会計処

理を見直したことによる一時的なものであるた

め、今後も引き続き、自主財源の確保、効率的

な事業執行に取り組んでいく必要があると考え

ております。

最後に、令和５年度の活動内容、財務内容に

ついてはＢ、組織運営についてはＡ評価として

おります。

続きまして、資料153ページ、タブレットのス

ライド番号では157ページを御覧ください。

公益財団法人宮崎県健康づくり協会でありま

す。

一番上の表、概要を御覧ください。

中ほどの総出資額は3,000万円で、県出資額

は800万円、県出資比率は26.7％であります。

次に、県関与の状況ですが、人的支援につき

ましては、令和６年度は役員11名のうち、県職

員３名が非常勤役員、県退職者３名が常勤役員

となっております。また、職員78名中、県から

の派遣職員が１名、県退職者が１名となってお

ります。

、 、次に 主な県財政支出の内容につきましては

①宮崎県健康づくり推進センター管理運営委託

費6,720万8,000円のほか、②先天性代謝異常等

検査事業としまして2,326万5,000円、③がん登

録事業として1,222万3,000円を支出しておりま

す。

次に、実施事業につきましては、①「各種検

診及び健診（検査）事業」から⑨の「宮崎県健

康づくり推進センター管理運営事業」まで９つ

の事業でございます。

活動指標についてです。

①基本（特定）健康診査実施件数につきまし

ては、令和５年度の年間実施件数の目標値３万

件に対し、実績値は２万586件、達成度は68.6％

となっています。

②の市町村、事業場等健康指導受講者数につ

いては、年間延べ受講者数の目標値6,000人に対

しまして実績値は3,758人で、達成度は62.6％、

ホームページアクセス数については、年間アク

セス件数の目標値３万4,000件に対しまして実績

値は３万3,455件で、達成度は98.4％となってお

ります。

154ページを御覧ください。

財務状況についてであります。

表の左側、正味財産増減計算書のうち、経常

収益は15億9,699万1,000円、経常費用は16

億3,705万9,000円、当期一般正味財産増減額は

マイナス4,098万8,000円となっております。

表の右側、貸借対照表、中ほどの正味財産に

つきましては、12億216万2,000円となっており

ます。

次に、財務指標でありますが、①の管理費比

率につきましては実績値が3.8％、②人件費比率

、については目標値60.0％に対し実績値は56.0％

③収支比率については目標値93.9％に対しまし

て実績値は104.7％となっております。

最後に、総合評価であります。

、 、右側の県の評価ですが 活動指標については
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基本（特定）健康診査実施件数、市町村、事業

場等の健康指導受講者数及びホームページアク

、 、セス数は いずれも目標値に達していないため

さらなる活動改善に取り組む必要があると考え

ております。

また、財務指標につきましては、管理費比率

及び人件費比率は目標を達成しておりますが、

収支比率は未達成であり、引き続き財務改善に

取り組む必要があると考えております。

最後に、評価は、活動内容をＢ、財務内容及

び組織運営をＡとしております。

厚生常任委員会資料25ペ○久保福祉保健課長

ージを御覧ください。

損害賠償額を定めたことについて、御説明さ

せていただきます。

今回、３件の物損事故が生じたところでござ

いますが、いずれについても当事者合意の上、

和解契約を締結したものでございます。

個々の概要について御説明いたします。

まず １件目につきましては 令和６年３月12、 、

日に中央保健所職員が宮崎市役所河川敷駐車場

に駐車し、運転席側のドアを開けた際、突風に

より手元からドアが離れ、隣に駐車していた宮

崎市の公用車に接触し、助手席側のドアに損傷

が生じたものでございます。

事故の原因は、県職員の安全確認不足による

、 、 。ものであり 過失割合は 県が100％となります

損害額につきましては、助手席側ドアの修繕

に８万2,500円を要したところであり、県の損害

賠償額は、全額、任意保険から支払われており

ます。

次に ２件目につきましては 令和６年３月26、 、

日に日向保健所職員が日向市都町にあるコスモ

ス都町店駐車場において、公用車から降車しま

して、荷物を取ろうとしてドアから手を離した

際に、強風によりドアが開きまして、隣に駐車

していた延岡市個人の車両に接触し、運転席側

ドアに損傷が生じたものでございます。

事故の原因は、県職員の安全確認不足による

ものであり、過失割合は県が100％となります。

損害額につきましては、運転席側ドアの修繕

に11万4,600円を要したところでありまして、県

の損害賠償額は、全額、任意保険から支払われ

ております。

、 、 、最後に ３件目につきまして これも同じく

令和６年３月26日に延岡保健所職員が延岡市役

所駐車場におきまして、公用車を駐車し運転席

ドアを開けたところ、風にあおられまして、当

該ドアが右隣に駐車していた熊本県個人の車両

の運転席側右後方部ドアに接触し、損傷が生じ

たものでございます。

事故の原因は、これも県職員の安全確認不足

によるものでありまして、過失割合は、県が100

％となります。

損害額につきましては、運転席側の右後方部

のドアの修繕に14万2,800円を要したところであ

りまして、県の損害賠償額は、全額、任意保険

から支払われております。

交通法令遵守、それから交通安全の確保、公

用車の適正管理につきましては、日頃から様々

な機会を通じまして、職員に周知徹底を図って

いるところでございますが、今回、強風時の降

車時における職員の不注意による同様の物損事

故が立て続けに生じております。このことを猛

省しまして、今後、より一層、指導を徹底して

まいりたいと考えております。

執行部の説明が終了しました。○山内委員長

報告事項について質疑はありませんか。

宮崎県移植推進財団のことで、県○齊藤委員

内で移植手術ができる病院はどれぐらいあるの
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、 。かと もし実績があれば件数を教えてください

移植手術が行える病院は○德山健康増進課長

県立宮崎病院で、腎臓の移植手術のみとなって

おります。

腎臓移植手術の実績ですが、これまで20件と

把握しております。

分かりました。○齊藤委員

県立看護大学の令和５年度国家試○山下委員

験合格者数は看護師94名ですけれども、推薦入

学者は何人ぐらいいるんですか。

令和５年度の卒業生につ○徳地医療政策課長

きましては、令和２年度の入学生になるんです

けれども、令和２年度の推薦入学者は36名でご

ざいます。

全体の何％になりますか。○山下委員

100名定員ですので約36％○徳地医療政策課長

で、現在は一般推薦の枠を40％、40名までとし

ております。

地域推薦枠で入学した人たちが、○山下委員

国家試験でどれぐらい合格して、地元にどれだ

け定着しているかを教えてください。

令和５年度は一般推薦で○徳地医療政策課長

入学した30名の卒業生のうち、就職した人が23

名で、進学者が６名ですけれども、23名のうち

県内に就職した人が61％、14名になっておりま

す。

、○山下委員 地域推薦枠で入ってきた人たちは

授業料が免除とか、そういうことはないんです

か。

授業料の免除はなく、授○徳地医療政策課長

業料は同じでございます。入学金が県外の入学

者より県内の入学者のほうが若干安くなってお

ります。

先ほど、地元就職率が50％と説明○山下委員

されました 以前40％ぐらいしかない時期があっ。

て、県立ですから、看護師不足の中で何とか地

元定着を図ってほしい。私は50％でもまだ低い

と思うんです。

地元定着率の向上に向けた取組を教えてくだ

さい。

、○徳地医療政策課長 委員がおっしゃるとおり

県内就職率が直近で一番低いときは、令和５年

の37％ぐらいで、そこから入り口対策、出口対

策、あとキャリア対策の３本柱でいろいろやっ

ていまして、入学者の推薦枠を広げてきている

のが一つでございます。

あと、出口の就職対策としては、まず推薦者

につきまして、今年度から入学前にまずオリエ

ンテーションで、地元の医療機関とか地元のこ

とを知ってもらう取組を始めておりますし、あ

とは１年・２年と、３年・４年と学年ごとに就

職ガイダンスでありますとか、先ほど申しまし

たバスツアー等の取組をしております。

、昨年度もいろいろ現場に行っていただいたり

議会からもいろんな御指導をいただいて、いろ

いろ分析する中で、ポイントとして考えている

のは、県内の入学者の、県内で就職する割合を

上げないと、全体の県内就職率が上がっていか

、 、ないというところまで見えていまして 先ほど

全体では45.6％と申しましたけれども、県内出

身者が県内で就職した割合は、今年は65％ぐら

いなんです。でも、昨年は67％ぐらいで、この

率を75％とか、そのくらいの割合まで持ってい

かないと、全体で50％にはなかなか届かないと

考えています。

もう一つ、学部の卒業生の目標を50％として

いまして、助産師課程で助産師の就職率は約８

～９割になっているんですけれども、最近は、

この学部を卒業した後、助産師の専攻課程への

進学者も増えています。学部の卒業生の就職率
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を上げる 進学せずに、そのまま就職する人─

の割合を上げるとなると、県内出身者の県内就

職率を上げる策しかないのかなと考えておりま

す。

その取組としまして、実際、医療機関といろ

んな意見交換をしていますし、就職先とかを見

ていますと、実習に行ったところに就職してい

くとか、県内の医療機関で先輩がいるところに

就職をしたいとかという声がありまして、学生

が実習に行ったときに受ける影響が大きいもの

ですから、病院側ともその辺の話をしておりま

すし、逆に、大学内でもそういう接点を持てる

ような取組をいろいろ企画してやっているとこ

ろでございます。

今、地元出身の学生は何割ぐらい○山下委員

いますか。

100名定員で、以前は６対○徳地医療政策課長

４ぐらいで県内、県外だったんですが、今は65

対35ぐらいで、若干、県内の出身の入学者が増

えてきております。

。○山下委員 だいぶ地元が増えてきたんですね

地域推薦枠も出てきたでしょうから、非常に大

きな前進だと思うんですが、地元に残らない理

由として、給与の面とか処遇とか、この辺の差

がかなりあるのかなと思うんです。学生たちも

選択していく中で、処遇とか、先輩たちが県外

のいい病院にいれば、その情報も的確に入って

くるわけです。地元定着を求めていく中では、

その辺が大きな壁になっているものですか。

県立看護大学で県外就職○徳地医療政策課長

を決めた理由等のアンケートを取って見ていま

すと、給与とか福利厚生というのは当然あるん

ですけれども、都会への憧れとか、大学で学ん

だ専門領域が県外の病院にあるとか、最近、県

、 、立看護大学に限らず 県内の看護専門学校でも

県内就職をどこの学校も勧めてはいるんですけ

れども、例えばマイナビとか、県外就職のサイ

トに学生が自らアクセスして県外の病院にイン

ターンに行ったりしているという声は聞いてい

ます。どこの看護学校も県立看護大学も、看護

学生は県外への憧れとか、給与とか福利厚生の

水準に目が向いているという話は聞いておりま

す。

分かりました。○山下委員

結果的に、今の形に収まらざるを○坂口委員

、 、得ない ベストな形かとは思うんですけれども

県立で看護大をつくろうとなったときの背景と

目的がどうだったか、原点に返ったときに開学

した精神はどうでしたか。かなりの金額が要る

けれども、やらざるを得ないということでの設

置だったのか、説明していただけますか。

ホームページ等でも情報○徳地医療政策課長

を見てみました。まず、平成４年ぐらいにそう

いう大学をつくらなければいけない。そのため

には、質の高い、高度な看護師を求める必要が

あるということで、平成４年度ぐらいからそう

いった基本方針をつくって、平成９年に設置し

て、ずっときております。

原点はそこで、当時、県立看護大学にも質の

高い看護師とか、期待を求める。公立大学法人

化する際にも、高度な看護師とか、そういう看

護人材の育成を各医療機関等は大学に求めてお

りますし、当然、県内に就職する人を増やして

ほしいという声はあって、現状に至っていると

認識はしております。

一方、どこの看護学校も県立看護大学も、入

口の学生が少なくなってきているため、学生を

確保するという課題があります。

、 、もう一つ これだけ情報化社会になってきて

、看護師の確保についてもそうなんですけれども
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いろんな人材派遣会社があります。コロナ禍で

も、そこに登録して、そこから看護師を派遣し

て病院に勤めていくというようなパターンも増

えております。ですから、県立看護大学とか看

護学校で、いかに県内の医療機関の魅力をお伝

えして、実習先での受入れなり、その病院との

連携というのが非常に大事です。また、質の高

い看護師を育成するのは必要だと思いますし、

県立看護大学としては、先ほど言いましたよう

に、感染症管理の看護師の育成といったプログ

ラム等を実施しておりまして、もう一段、二段

努力はしなければいけない。県立看護大学とは

常にその部分を話しておりますし、議会とか我

々から県内就職のことを常に言っているので、

徐々にではありますけれども、その辺の教授陣

の意識、県内就職への働きかけは少しずつは進

んでいると認識しております。

質の高い看護師が足りていない。○坂口委員

県内向けの看護師が必要だから、県内で育成す

、 。るんだと 考え方としては県内限定でしたよね

けれども、結果的に36名を県内に送り出してい

くためには、県外も含めた全体100名の希望が

あって初めて36名残る。現実はそこでしかない

から、最終的に今の形しかないんだろうと言っ

たのはそこなんです。

ただ、感染症対応の看護師とか、その時点で

は想定していなかった看護師なんです そういっ。

た時代の流れで、質の高い看護師を育てるとい

う大きい役割は持っている。

県内の医療機関からのニーズ 引き合いと 36、 、

。名というのはバランス的にはどんななんですか

、○徳地医療政策課長 看護師の需要については

県内の医療機関から、どこの医療機関も不足し

ているという話は聞いていまして、昨年、予算

を頂いて、どのくらい足りないのかという現場

の需要調査をしているところではあります。

あと、今の医療機関も見た場合に、看護師の

高齢化といいますか、60歳を過ぎてもまだ働か

れている看護師もたくさんいらっしゃいます。

また、子育て期間中 ちょうど30～40代の間─

に一時、職を離れて、一番中堅のチーフとか師

長とかのクラスが抜けると、病院の看護管理者

の負担が増す関係で、看護管理者がマネジメン

ト部分ができなくて、若い看護師が離職につな

がるケースもございます。

ですから、地域医療構想も絡んで、どこの病

院でも同じように看護師を確保できるというよ

りは、ある程度、どこの拠点病院にはこのぐら

いの規模の看護師がいなければいけないという

部分も見据えながら、対策をしていかないとい

けないかと思っているところでございます。

ニーズには結構足りないというこ○坂口委員

とだけれども、県立看護大学を卒業した今のレ

ベルの看護師を必要とするニーズがどれぐらい

あるのかというのを頭に置いて、最終的にそれ

だけの人材確保するためには、100名を入れて36

名でも仕方がないんだ、その責任を果たすんだ

という考え方があって、県外が多い、県内が少

ないというだけの問題ではないと思うんです。

そのための必要な経費として、県費の支出とい

うものを考えないといけないんじゃないかとい

う気がするんです。

、 、それから なかなか言いづらいんだけれども

僕がどうしても理解できないのが、副知事経験

者があそこに行くということです。人件費を見

ても相当なものがかかるんじゃないかと思うけ

れども、県立看護大学は、それだけのものの必

要性をどこに感じているのかなと思うんです。

そこが分からないんです。一人でも多く県内に

勤めてもらうんだという課題 状況が一番分かっ、
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ている方ですよね 大学でどういった行動を取っ。

ておられるのか、そこがどうしても理解できな

いんです。

だから、本当に必要なのかどうなのか、必要

でなかったとしたら、もっと違う方をそこに配

置して、それに専念させるとか、むしろ、なく

しちゃうかとか、検討委員会もできているけれ

ども、その辺は協議がされたような、これまで

の経過とか実績とかないんですか。

言いづらいけれども、カーフェリー等の必要

性は分かるんです。様々なところに交渉してい

きながら、橋渡しとして荷物を持ってきたりと

か分かるんだけれども、ここでは、どんな働き

をしておられるのかが分からないんです。なか

、 、なか答えづらいでしょうけれども それ以上に

本当に尋ねづらいんです。

以前は副知事経験者が○渡久山福祉保健部長

理事長として行っていましたけれども、今は、

最後に危機管理統括監として勤めた者が理事長

として、行っています。

私も経営委員会などに参画しておりますと、

学長 看護師としてのキャリアの長い方で、─

思いも非常にしっかりとお持ちの方でいらっ

しゃいますけれども、その方とバランスを取っ

て、大学の経営をしっかり打ち出し、学生を募

集していくという意味では、事務的な経験をし

た者は理事長として、全体統括する必要がある

かと思います。

おっしゃるように、必ずしも副知事経験者と

、いうさらにレベルの高い者がどうかというのは

議論が別のところがあると思いますけれども、

現状では部長職で退職されました者が行ってお

ります。

そこは錯誤していました。○坂口委員

ただ、病院が抱えている一番の大きい課題に

貢献できる人材として、これまでのこういった

実績、経験があるからこそ、誰ありきと送り出

すなら何の問題もないんだけれども、そこに単

なるポストがあるから、人事で誰かを送ってい

くというんだったら、かなり深刻な問題だと思

うんです。

高度な技術なり知識を持った看護師を、限り

なく100％近く県内に配置していかなければなら

ないんだ、医療水準を上げていくんだというこ

とが開学のときの目標、精神だったから、それ

を達成するために、こういうポストが必要で、

ここにこの人ありきという出し方なら分かるん

です。言い方を間違うと問題だけれども、なく

てもいいポストというようなことだったら、な

かなか問題かなと思うんです。

ただ、まだ今も副知事経験者があそこに行か

れているという前提だったから、少し聞きづら

いことを聞いたんです。

そこで理事長として務○渡久山福祉保健部長

めるに当たっては、委員がおっしゃいましたよ

うに、開学からの精神の流れ、そして、あそこ

の大学が県内地域にどういう貢献をすべきかと

いう、かなり大局的な見方をする必要がござい

ます。そういった大局的な見方、調整力を持っ

て、なおかつ、学長をはじめとする専門家方の

専門性を生かして、それを地域に結びつけてい

く。かなり高度な調整力が必要ですので、今、

そういう観点で大学からの依頼を受けて部長職

を務めた行政経験者が理事長を務めているのか

なと思います。私も４月以来何度か大学に行き

まして、委員会に参加しておりまして、そうい

う調整力が必要だと実感しております。

今後も、そういう形でしっかりと調整力を発

揮していただけると期待しているところでござ

います。
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。○坂口委員 学長とのいわゆる調整力ですよね

これは、言葉としては言いやすいけれども、相

当なものがないと、ある意味おこがましいとも

言えるぐらい難しい仕事だと思うんです。その

ためのポストだったら、どなたが合うというよ

うなことをしていかないと、調整力というとな

かなか難しいと思うんです。

むしろ、県内で看護師を欲しがっている病院

にしっかり配置していくためにはとか、そのレ

ベルの看護師を育成するためのカリキュラムに

するにはとか、現実論でいくのか。

それとも、もう少し高度なところ いわゆ─

る学長との調整で、宮崎県が出資している大学

としてふさわしい大学を運営させていく、学校

の運営方針にまで介入できるような調整力を

持った人が入っていくことにしないと、どうし

ても必要性が分かりづらいんです。これは僕一

人の考えかもしれませんけれども、ぜひ、また

考えておいていただければと思います。

県立看護大で看護奨学金を活○山内副委員長

用している学生はどれくらいいますか。そのう

ち、県外の医療機関から受けているのが分かれ

ば教えてください。看護系の大学、専門学校で

は、奨学金を活用するところが昔から一番魅力

的だったと思うんです。

県立看護大学に限らず、○徳地医療政策課長

県では看護修学資金というのを予算化しており

まして、年間で2,000万円ぐらい予算を組んで、

、 、 、毎年 新規貸与者は20名ぐらいで ２年間なり

３年間なり看護学校に通う生徒に貸付けしてい

るんですけれども、令和５年度で40名の貸与者

になっています。

ただ、修学資金については、県もやっていま

、 。すけれども 病院でもいろいろとやっています

あと、市町村でも西諸や県北辺りも看護修学

資金を出しているんですけれども、最近よく聞

く話としては、県の場合は５年間業務に従事し

たら免除とかというのがあるんですが、民間の

場合でしたら、３年間とか４年間従事して免除

になるケースが多くて、全員が全員ではないん

ですけれども、修学資金の免除期間が終わった

ら退職される看護師もいるようなこともありま

す。どこも看護師確保のために、病院とか市町

村と組んで修学資金を貸付けしているような状

況ではございます。

たしか、令和３年に看護協会○山内副委員長

が出しているデータでは、県内では13医療機関

が看護奨学金を出していたと思うんですけれど

も、県外医療機関がどれぐらい入ってきている

のか。市町村もやっているということですけれ

、 、ども 県外の医療機関からお金を借りていれば

そこに引っ張られて県外に就職している事例も

一定数あるのではないか 実態が分かればと思っ、

たんです。

例えば、県外の高校から○徳地医療政策課長

の５年一貫校でありますとか看護学校があるん

ですけれども、どこの医療機関からどのくらい

奨学金が来ているのか、県で一律に把握はして

いません。

ただ、各病院や特看学校に話を聞いたりする

と、先輩が県外に行っていて、県外から奨学金

をもらっていたら、同じような病院からその学

校に奨学金の案内が来るという話は聞いたりし

ております。

それでは、次に、その他報告事○山内委員長

項に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が終了し

た後にお願いいたします。

厚生常任委員会資○吉田薬務感染症対策課長

料の26ページを御覧ください。
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宮崎県新型インフルエンザ等対策行動計画の

骨子案についてであります。

まず、１、改定の理由であります。

新型コロナ対応で把握された課題を踏まえ、

次の感染症危機でより万全な対応を行うことを

目指し、本年７月に政府行動計画が全面改定さ

れたことから、県行動計画についても全面的に

改定するものであります。

次に、２、計画の概要であります。

（１）計画期間は、令和７年度から終期は設

定せず、おおむね６年ごとに、改定についての

必要な対応を行ってまいります。

（２）計画の趣旨としましては、新型インフ

ルエンザ等の発生に備え、平時の準備や感染症

発生時の措置等を示すことで対策の強化を図る

ものであります。

次に、３、今後のスケジュールであります。

６月の委員会報告後、８月までに、感染症対

策審議会等における意見聴取、市町村向け説明

会等を行ったところであります。引き続き、関

係機関等の意見を踏まえながら、改定作業を進

めてまいります。

27ページを御覧ください。

計画の具体的内容についてであります。

まず、目指す目標であります。

平時からの体制づくり、県民生活と社会経済

活動への影響の軽減、基本的人権の尊重の３つ

の視点から対策の充実・強化を図り、社会経済

活動とのバランスを踏まえた、感染症危機に強

くてしなやかに対応できる社会を目指すことと

しております。

次に、４、基本的な考え方であります。

本計画では、政府行動計画に基づき、新たな

、呼吸器感染症等が流行する可能性を想定しつつ

感染症の特性を踏まえ、様々な状況で対応でき

るよう、対策の選択肢を示すこととしておりま

す。

次に、５、新型インフルエンザ等対策の目的

でありますが、感染拡大を可能な限り抑制し、

県民の生命と健康を保護することと、県民生活

等に及ぼす影響が最小となるようにすることを

目的として、対策を行うこととしております。

次に ６ 対策項目でありますが こちらの13、 、 、

項目を記載することを国から求められておりま

す。

○とついている項目については、現行計画に新

も一部記載はございますが、コロナ対応を踏ま

、 。え 今回新たに項目立てされたものであります

、 、 。次に ７ 有事のシナリオの想定であります

現行計画では、短期間での収束を想定したシ

ナリオでありますが、改定計画では、中長期的

に複数の感染の波が生じることも想定し、幅広

く対応できるシナリオとして、政府行動計画に

準じ、事前準備の部分「準備期」と、発生後の

対応のための部分「初動期及び対応期」に大き

く分けた構成とすることとしております。

28ページを御覧ください。

それぞれの対策を実施する上での方向性を記

載しております。

まず、①実施体制についてであります。

各対策の実施に当たり、平時から関係機関間

の緊密な連携を維持しつつ、人材の確保・育成

や訓練等を通じて対応能力を高める必要があり

ます。

有事では迅速な情報収集・分析を行い、リス

ク評価を踏まえ、的確な政策判断、実行につな

げる必要があります。

次に、②情報収集・分析について、平時は国

内外の感染症の発生動向など、様々な情報を効

率的に収集・分析する体制の整備等を行い、有
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事には様々な情報を収集・分析し、リスク評価

を実施する必要があります。

次に、より専門的な情報収集・分析に当たる

③サーベイランスについて、平時は既存の感染

症の発生動向の把握等を行い、有事は全数把握

等の感染症サーベイランス等により、感染症対

策の強化または緩和の判断につなげる必要があ

ります。

29ページを御覧ください。

④情報提供・共有、リスクコミュニケーショ

ンについて、平時から県民等の感染症危機に対

する理解を深めるとともに、リスクコミュニケ

ーションの体制整備を進め、有事は科学的根拠

等に基づいた正確な情報を迅速に提供するとと

もに、県民等が適切に判断・行動できるように

する必要があります。

、 、次に 海外からの病原体侵入への対策として

⑤水際対策でありますが、国が主体となって行

う迅速な水際対策への協力により、県内への病

原体の侵入をできる限り遅らせる必要がありま

す。

次に、⑥まん延防止として、強い行動制限に

関することについて、医療提供体制を強化して

も、医療が逼迫するような大規模な感染拡大が

生じるおそれのある場合には、まん延防止等重

点措置等の迅速な実施を国に対して要請する必

要があります。

次に、⑦ワクチンについて、平時は国、市町

村等とともに、接種の具体的な体制や実施方法

について準備し、有事は実際の供給量等を踏ま

えた柔軟な運用を行う必要があります。

30ページを御覧ください。

⑧医療について、平時は医療機関との協定締

結等により、医療提供体制を整備し、研修・訓

練等により充実を図る必要があります。

有事は通常医療との両立を念頭に置きつつ、

感染症医療の提供体制を確保し、病原性等に応

じて変化する状況に機動的かつ柔軟に対応する

必要があります。

次に、⑨治療薬・治療法について、平時は抗

インフルエンザウイルス薬の備蓄等を行い、有

事は国と連携しながら、治療薬の円滑な流通等

を行う必要があります。

次に、⑩検査について、平時は検査機器の維

持、検査物資の確保等を進め、有事は検査体制

を迅速に整備する必要があります。

31ページを御覧ください。

⑪保健の保健所機能の維持に関することにつ

いて、平時から人員体制の構築、ＩＣＴの活用

。等を通じた業務効率化等を行う必要があります

次に、⑫物資について、平時は感染症対策物

資等が十分に確保されるよう、備蓄の推進等を

進め、有事の際に、物資等の不足が懸念される

場合は、国等と連携しながら必要量の確保に努

める必要があります。

最後に、⑬県民生活及び県民経済の安定の確

保のための対応について、平時は県民等に必要

な準備を行うことを勧奨し、有事には必要な対

策や支援を行う必要があります。

以上の方向性を踏まえ、具体的な取組内容を

メニュー化して計画に記載することとしており

ます。

32～33ページにつきましては、計画の体系図

を記載しておりますので、後ほど御参照してい

ただきたいと思います。

今年度策定することと○増田こども政策課長

しております、宮崎県こども計画の骨子案につ

いて御説明いたします。

厚生常任委員会資料の34ページを御覧くださ

い。
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新たな計画の説明に入る前に、まず、現行計

（ ）画 第２期みやざき子ども・子育て応援プラン

の推進状況について御説明いたします。

まず、１ （１）現行計画の概要ですが、現行、

計画につきましては、令和２年度から今年度ま

での５年間 「 子どもの育ち」と「子育て」を、「

みんなで支え 「子どもの最善の利益」が実現で、

きるみやざきづくり」を目指して取り組んでき

たところであります。

35ページを御覧ください。

（２）現行計画の総括であります。

２つの総合成果指標と42の個別成果指標の達

成状況となります。

まず、①２つの総合成果指標の状況でありま

す。

表の上段が目標、下段が実績になりますが、

まず、合計特殊出生率については、全国上位で

はあるものの低下傾向にありまして、特に令和

５年につきましては大きく落ち込み、目標1.83

に対して1.49という状況になっております。

次に、平均理想子ども数と平均予定子ども数

の差になります。

こちらにつきましては、毎年度、総合政策部

において実施している県民意識調査の結果にな

りますが、令和５年度については、目標0.18人

に対して0.19人という状況になっております。

そのほか、42の個別成果指標の達成状況につ

いて、②にお示ししております。

令和５年度につきましては 達成したものが12、

指標、未達成が20指標、未確定が10指標となっ

ております。

次に、36ページを御覧ください。

２、現状と課題等ということで、36～38ペー

ジにわたりまして、現行計画の推進に当たって

明らかになり、今回策定に当たって踏まえるべ

き主な課題をお示ししております。

まず、少子化対策になりますが、未婚化・晩

、 、婚化等に加え コロナ禍により婚姻数が減少し

出生数及び合計特殊出生率ともに大きく落ち込

み、少子化が加速しております。

次に、37ページを御覧ください。

子ども・若者育成支援ですが、児童虐待相談

件数の高止まりや、不登校生徒数が増加するな

ど、また、ヤングケアラーなど新たな問題も発

生しておりまして、子供を取り巻く状況は深刻

かつ複雑化しております。

38ページを御覧ください。

子どもの貧困対策になりますが、生活保護世

帯の進学率は一般世帯と比べて依然低い状況に

あるほか、母子世帯の45％が平均月収15万円以

下の水準にあります。

次に、39ページを御覧ください。

こういった明らかになった課題を踏まえて、

今後のこども計画の策定について記載しており

ます。

まず （１）国の動きですが、昨年４月のこど、

も家庭庁の設置やこども基本法の施行 さらに12、

月には、子ども・子育て政策に関する基本的方

針等を定めた「こども大綱」と次元の異なる少

子化対策の実現に向けた「こども未来戦略」が

閣議決定されたところであります。

（２）の策定の趣旨ですが、こうした国の動

きのほか、先ほど御説明いたしました、子供を

取り巻く状況等を踏まえまして、こども政策を

強力に推進していくための今後５年間の総合的

な行動計画として策定するものであります。

（３）計画の期間ですが、来年度から令和11

年度までの５年間を予定しております。

40ページを御覧ください。

（４）計画策定にあたっての基本的視点にな
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ります。

今回、こども大綱等を踏まえ、５つの基本的

視点から計画策定に取り組みたいと考えており

ます。

主なものについて御説明いたします。

１つ目、①ですけれども、当事者であるこど

も・若者の視点に立った施策を展開するため、

策定の過程において、こども等の意見を可能な

限り聴取することとしております。

また、④になりますけれども、少子化対策を

進めるに当たっては、次の親となる若い世代、

特に女性の県外流出への対応が重要な課題であ

りますことから、若者が宮崎でライフプランを

描くことができるよう、県内定着のための取組

を進めたいと考えております。

次に （５）基本理念であります。、

最終的には、この文言は成立することにはな

りますが、次期計画におきましては、全てのこ

「 、ども・若者が 宮崎でこどもを生んで良かった

子育てをして良かった、そしてそのこども達が

宮崎に生まれて良かった」と思えるようなみや

ざきの実現を目指したいと考えております。

（６）策定のスケジュールであります。

今後、議会報告のほか、外部有識者から成る

子ども・子育て支援会議等においても協議や意

見交換等も行いながら、最終的には２月定例会

において議案として提出させていただくことに

なります。

最後に、41～44ページにかけまして骨子案を

示しております。

41ページを御覧ください。

１の計画策定の趣旨ですが、先ほど御説明し

たとおりになります。

次に、２、計画の性格ですが、この計画は、

こども基本法に基づく都道府県こども計画のほ

か、記載の６つの個別計画を一体のものとして

策定することを予定しておりまして、こうした

取組によってこども政策全体の方針、考え方を

示し、県民の皆さんをはじめ、見る方にとって

も一層分かりやすいものになるものと考えてお

ります。

次の42ページ以降については、次期計画の章

立ての案をお示ししております。

後ほど御覧いただければと思いますが、現行

の第２期計画及び今回のこども大綱や国が示す

都道府県こども計画のガイドライン等を踏まえ

た構成としております。

常任委員会資料の45ペ○奥野こども家庭課長

ージをお開きください。

宮崎県社会的養育推進計画の骨子案について

御説明します。

初めに、１、改定の理由ですが、令和２～11

年度の現行計画の中間見直しと児童福祉法改正

を踏まえた改正を行うものです。

次に、計画の概要ですが、計画期間は、令和

７～11年度の５年間 （２）計画の趣旨は、こど、

もの最善の利益を実現するため、社会的養育の

全体像と方向性を明示するものであります。

、 、 、 、次に ３ 策定のスケジュールですが 今後

社会福祉審議会児童福祉専門分科会への意見聴

取を行いまして、11月定例会の常任委員会へ素

案をお示しします。また、パブリックコメント

を行いまして、２月定例会の常任委員会へ最終

。計画案として御報告をする予定としております

46ページを御覧ください。

４、現状と課題ですが、本県は里親委託の推

進に関する事項に重点を置いております。

（１）現状につきまして、令和５年度の里親

委託率は、速報値ではありますが、11.5％であ

り、令和６年度の目標値を27％としております
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ので （２）課題にありますように、この目標値、

は達成が厳しい状況となっております。今後、

さらに里親の普及促進を強化する必要があると

考えております。

、 、 。次に ５ 計画の主な見直しのポイントです

（１）項目としまして、支援を必要とする妊

産婦等の支援に向けた取組と障害児入所施設に

おける支援を新設いたします。

また （２）記載事項としまして、ＰＤＣＡサ、

イクルの観点から、項目ごとに達成見込み・要

因分析の内容や資源等に関する地域の現状等を

記載いたします。

また （３）にありますとおり、項目ごとに評、

価の指標を設定いたします。

47ページを御覧ください。

６、計画の基本理念につきましては、現行計

画と同じ、養育において保護や支援を必要とす

るこどもの最善の利益の実現を掲げます。

次に、７、計画の骨子（案）ですが、新計画

の構成は全12章としまして、第２章以降は、章

ごとに現状、課題、具体的な取組、達成見込み

。・要因分析等の事項を整理して記載いたします

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

まず第１章、社会的養育の体制整備の基本的

な考え方及び全体像につきまして、右側の主な

記載内容の４つ目の丸ですが、評価のための指

標としましてＰＤＣＡサイクルの運用というの

がございますが、毎年度、評価指標等によりま

して、計画の進捗を自己点検・評価し、明らか

になった課題等につきましては、速やかに取組

の見直し等を行ってまいります。

次に第２章、当事者であるこどもの権利擁護

の取組の主な記載内容の１つ目の丸ですが、こ

どもへの意見聴取等措置については、子供に対

し措置を取る理由等を事前に丁寧に説明しまし

て、子供が理解できたことを確認した上で、措

置等を実施していくというものでございます。

次に、48ページを御覧ください。

第３章、市町村のこども家庭支援体制の構築

等に向けた本県の取組の主な記載内容、４つ目

の丸、母子生活支援施設の体制整備・活用促進

については、今年５月に都城市に設立されまし

た、様々な生活の困難を抱える母子に対する支

援を行います 「みどりホーム」について、市町、

村に対しまして広く活用を促してまいります。

49ページを御覧ください。

第８章、里親・ファミリーホームへの委託の

、推進に向けた取組の主な記載内容の３つ目の丸

新たに確保が必要な里親・ファミリーホーム数

、 、の算出 里親等委託率の目標設定等については

特に就学前の乳幼児期につきまして、愛着関係

の基礎をつくる時期であり、里親・ファミリー

ホームへの委託を原則としたいと考えておりま

す。

また、施設入所が長期化している子供につき

ましては、子供の置かれている状況に応じまし

て、適切な里親委託等を検討してまいります。

常任委員会資料の50ペー○久保福祉保健課長

ジを御覧ください。

８月に発生しました日向灘沖の地震及び台風

第10号に伴う福祉保健部関連の被害状況につい

て御報告いたします。

まず、１の日向灘沖の地震の被害状況の概要

であります。

（ ） 、 、１ の社会福祉施設等では 老人福祉施設

障害児 者 福祉施設 児童福祉施設などの計87（ ） 、

施設におきまして、窓ガラスや天井の破損等の

建物被害があり、また、老人福祉施設等では転

倒により骨折された方が１名おられました。



- 42 -

令和６年９月19日(木)

（２）の医療機関では、県央、県南地区の医

療機関を中心に、病棟内の水漏れ、エレベータ

ー停止、外壁の崩落といった建物被害がありま

したが、診療体制に大きな影響はありませんで

した。

（３）の水道におきましては、日南市内の施

設や一部の地区におきまして、一時断水や水道

の濁りが発生しておりましたが、現在は解消し

ております。

（４）の県有施設では、青島青少年自然の家

において、天井パネルのずれや玄関前タイルの

一部破損などの建物被害がございました。

次に、51ページを御覧ください。

。２の台風第10号の被害状況の概要であります

（ ） 、 、１ の社会福祉施設等では 老人福祉施設

障害児 者 福祉施設 児童福祉施設などの計164（ ） 、

施設において、雨漏りやガラス破損などの建物

被害がありました。

また、老人福祉施設におきまして、一時、利

、用者を別の施設に避難させる事例があったほか

破損したガラス等により負傷された方が利用者

・職員合わせて５名おられました。

（２）の医療機関では、宮崎市内の医療機関

を中心に、ガラスの破損や雨漏り、看板落下等

の被害が、また、国保直営診療施設等５施設に

おきましても、雨漏りなどの軽微な被害があり

ました。

なお、診療体制に大きな影響はございません

でした。

（３）の水道は、西都市、小林市、美郷町、

椎葉村下福良地区の計137世帯で断水が、高千穂

町向山北地区の99世帯では水道に濁りが発生い

たしましたが、現在は解消しております。

椎葉村本郷地区の41世帯につきましては、原

水濁度上昇によりまして、現在も生活用水のみ

を使用可能とする給水制限中でございまして、

飲用水は給水ポリタンクを設置し、対応中でご

ざいます。

（４）の県有施設は、青島青少年自然の家で

談話室やレストランのガラス破損が、県立みや

ざき学園では、運動場倉庫の屋根破損による雨

漏りの被害がございました。

以上が被害の状況でございますが、今後も、

被害状況の詳細な確認等を進めまして、国や市

町村、関係部局と連携しながら早期復旧に努め

てまいります。

執行部の説明が終了しました。○山内委員長

。その他報告事項について質疑はありませんか

宮崎県こども計画の策定だけれど○井本委員

も、趣旨はよろしいんですが、資料40ページの

。計画策定にあたっての基本的視点のところです

「 」こども・若者の視点に立った施策を展開する

という言い方は、気持ちは分かるけれども、子

供を育てて、こうやって年取ってくると、あの

ときこうすればよかった、ああすればよかった

と反省しきりなんです。もう一回、最初から子

育てしてみたいなと、本当にそんな気になるの

です。むしろ、子供や若者は子育てしたことが

ないのだから、どんなことをしていいか分から

ないんです。それよりも、一遍子育てした人に

聞いたほうがもっといいんじゃないのかなとい

、 。う気がするんだけれども その辺はどうですか

こちらについては、こ○増田こども政策課長

ども基本法ですとか、こども大綱等で新たに示

された子供だったり、当事者だったり、子育て

当事者、親御さん、そういった方の意見を、こ

れまで以上に幅広く丁寧に聞いて施策を決定し

て運用していかないといけないという考え方に

立っているものですから、こういう記載事項、

視点として加えさせていただいたところですけ



- 43 -

令和６年９月19日(木)

れども、井本委員がおっしゃるとおり、子供本

人だけではなく、現在、まさに子育てにかかっ

ていらっしゃる方だけでなく、子育てからある

程度離れた方についても、パブリックコメント

等の機会もありますので、そういった機会を活

用して、意見にしっかり耳を傾けていきたいと

考えてはおります。

お願いします。○井本委員

日本は昔、子供天国と言われたんです。外国

人たちが日本に来て、子供が本当に大切にされ

ているというのを見てびっくりして、子供天国

じゃないかと言われた。

例えば、あの頃は歌舞伎なんかに行くと、子

供がギャーっと泣いても、みんな何とも思わな

かったらしいです。今は少し子供が泣いたりす

、 。ると じろっとにらんだりするようだけれどね

どっちがいいのかと言われると、もう少し子供

に対して寛容になってもいいんじゃないのかな

という気がするんです。ぜひとも、子供が住み

やすい、いい世の中をつくっていきましょう。

よろしくお願いします。

それと、別の話で里親です。アメリカなど外

国では里親というのは結構盛んに行われている

らしいです。けれども、日本の場合は委託率が

非常に低いでしょう。何が理由なのか、考え方

に何か差があるんじゃないでしょうか、その辺

は分からないですか。

おっしゃるとおり、里○奥野こども家庭課長

親は外国のほうで多いというのは いろんなニュ、

ース等で耳にすることがございますので、実態

はそうだという認識です。

あと、日本でも里親を増やし、子供たちを家

庭的な養育環境の中で長期間にわたって養育し

ていこうという考え方が国からも示されており

、 、まして まさしくそういった考え方に基づいて

今回の計画はつくることとしております。

先ほど御説明したとおり、宮崎県は低い状況

にございますので、そこも踏まえながら、しっ

かりとやっていきたいと思っております。

だから、里親制度は多分いいんだ○井本委員

ろうとは思うんだけれども、日本の世界観なり

人生観の中では、里親というのは入りにくいん

、 。じゃないのかなと 私はそんな気がするんです

外国 アメリカでもヨーロッパでも、子供─

が生まれたらすぐ別の部屋で育てて ぎゃあぎゃ、

あ泣いても、最初から一人で寝る訓練をさせら

れるといいますよね。日本の場合は母親がずっ

と抱いて育てる、その辺の違いがあるんじゃな

いのかなという気がするんです。

向こうの国だったら、恐らく普通の人を横に

寝かせても 別に平気だという感じがするんじゃ、

ないのかなと思うんです。我々日本人は、なじ

んでいるような子を横に寝かせたいというよう

なことがあって、里親はなかなか増えていない

という気がするんです。

どうしても、里親制度が必要であるというこ

となら 何らかの工夫をしないといけないんじゃ、

ないかなと思います。その辺の工夫とか、何か

あるんですか。

本県において、里親は○奥野こども家庭課長

、里親普及促進センターに委託をしておりまして

県ばかりではなくて、その委託先と一緒に取り

組んでおります。

里親制度そのものを知っていただくというこ

とも重要と思っておりますので、普及啓発と、

里親になっていただく方に向けての研修も併せ

て行っております。

ちょうど10月が里親月間となっておりますの

で、今日の新聞等にも掲載があったんですけれ

ども、制度の周知と里親の確保にしっかり取り
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組んでいきたいと思っております。

井本委員の質問に関連してなん○山内委員長

ですが、資料40ページのこども計画に関して、

計画策定にあたっての基本的視点で、真っ先に

「こども・若者の視点に立った施策を展開する

ため、こども等の意見を反映」と書かれている

一方で （６）の策定のスケジュールを見ると、、

こども等への意見聴取の実施が12月 たたき─

台が大体出てきて、具体的なものがないとなか

なか意見が聴取がしづらいのかなという想像は

できたんですけれども、煮詰まってきた最終段

階、結構、後のほうになってしまうんだなとい

う印象を私は持ってしまいました。

あと、どういうふうに子供たちへ意見聴取を

するのか 今議会でもアドボカシーというよ─

うな話も出てきましたが、単にアンケートを取

るだけではなくて、計画についても子供たちに

きちんと分かるように説明をして、子供たちの

本当の言葉を引き出すという丁寧な対応を国も

求めている部分もあると思うので、もちろん考

えていただいているとは思うんですけれども、

しっかり御対応いただけるとありがたいと感じ

ました。

ただいま御質問にあり○増田こども政策課長

ました 子供等への意見聴取の具体的なスケジュ、

ールについてでありますけれども、今年度から

政策モニターとして、未就学児の保護者、小学

校から高校生、合わせて400名程度を現在募集し

ているところでございます。

御指摘のとおり、今回のこども計画について

も、応募いただいた方々をモニターとして選任

させていただいて、可能な限り分かりやすい平

易な表現も用いて、できるだけいろんな意見を

いただけるよう進めたいと考えております。

ただ、御指摘のように、スケジュール的に12

月あたり 素案というか、原型がある程度で─

きてしまってからということにはなるかもしれ

ませんけれども、可能な限り速やかに、なおか

つ、分かりやすい表現で、いろんな意見をいた

だけるように苦心して取り組んでいきたいと考

えております。

よろしくお願いします。○山内委員長

資料41ページに「ウェルビーイン○坂口委員

」 、グ という言葉が出てきているんですけれども

ソフト、ハードまで含めて、どのあたりまでを

想定しておられるのか。全庁的な取組をやって

いって初めて、ウェルビーイングというのがあ

るんじゃないか。どのあたりまで想定されて、

どういう社会を想像されているのか。

もう一つ、いつも気になるんですけれども、

「宮崎に生まれて良かった」という表現をよく

使われますよね。これは、ほかの都道府県が静

止状態であるならいいけれども、ほかの都道府

県も同じように努力して向上を目指している中

で、宮崎でよかったという実現となると、なか

なか難しいかなと思うんです。表現としては、

これしかないのかなと思うけれども、具体的に

はどんなことを想定して言っておられるのか。

特にハード面 生活基盤に係るものとか、─

一番身近な県土整備部あたりとも調整が要ると

思うんですけれども、どこまで詰めていって、

具現化の高い計画をつくられるのか。

ウェルビーイングの範○増田こども政策課長

囲につきましては、現行の第２期計画において

もそうなんですが、県土整備部も含めて、関係

部局に目標も設定していただいた上で、子供を

生み育てやすい環境づくりのために、全部局挙

げて取り組んでいるところでございます。

そういった意味では、次期こども計画におい

ても、生み育てやすい環境をつくるためのハー
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ド面も含めた環境づくりの意識を 策定の作─

業に具体的に入ってはおりますけれども 可─

能な限りしっかりと各部局とも共有しながら、

今後進めていきたいと考えております。

それと、２点目の宮崎に生まれてよかったと

いうところが具体的にどういうところなのか。

確かに委員のおっしゃるとおり、他の自治体と

の相対的な比較という意味では、みんなが少子

化対策という目標に向かって、みんな同じよう

に頑張っているところで、なかなか宮崎だけと

いうところはないんでしょうけれども、少子化

対策のもともとの基本的な目標 できるだけ─

少子化のスピードを減速化して、少ないながら

も、県民の皆さんが宮崎で安心して暮らせるよ

うな環境づくりを目指す、そういったことを実

感していただけるようなところが目指すところ

かなと考えていおります。

具体的にはなかなか難しいと思う○坂口委員

んです。少子化の共通する問題点 どこで子─

供を産んでも、この部分が解決してもらえてい

るというのが見えないような気がするんです。

例えば、よく言われる医療費とか学校の教育

費がどこでもゼロとなれば、その地域にいるか

ら産もうというのではないです。地域限定版で

の少子化対策ではなく日本全国での少子化対策

ではないかという気がするんです。

もう一つは、例えば、図書販売店、本屋が少

なくなった。ＣＤも音楽のレコード店がいっぱ

いあったんです。そういったものも含めて、宮

崎のウェルビーイングがあるのかなとも思うか

ら、少し整理されたほうがいいのかなと思いま

す ウェルビーイングは全庁的な取組としてやっ。

ていって、民間を巻き込んで、民間がやってい

くしかないようなものが多かったとは思うんで

す。ウェルビーイングの中にそういったものを

想定するなら、このまま本を置いても経費だけ

かかって売れもしれないというようなことに対

して、行政が応分の汗を流すものがないと実現

できないかもしれないし、相当、壮大な計画に

なっていくと思うんです。そして、できる限り

現実味を持った計画にしていかないと、絵に描

けばというのでは少し寂しい気がします。

御指摘のとおり、少子○増田こども政策課長

化対策を進めるウェルビーイングな社会といい

ますか、そういう世の中を実現するには、非常

に範囲も広いですし、福祉行政にとどまらず、

生活をする上で、様々な点で心地よい、生きや

すい、暮らしやすいと思っていただける環境を

つくるというところで、非常に難しいところで

はあると思いますが、広い視野といいますか、

全体を見る視点でしっかり策定作業は進めてい

きたいと考えております。

あと、少子化対策が宮崎ならではの少子化対

策なのかというところは、確かにおっしゃると

おり、全国どこでも少子化に対して目指す方向

性、取組の方向性は基本的に同じだとは思いま

す。

一番基本的な方向性で言うと、若い方が出会

い、結婚だったり、家庭を持つことに対する負

担感だったりとか不安ということを、少しでも

いろんな角度から取り除いてあげることであっ

て、全国どこでも同じ方向だということを考え

ていますので、そういったところも改めてしっ

かり意識しながら、策定作業を進めていきたい

と考えています。

国と地方の役割分担ももう一回見○坂口委員

直す。基本ベースでは国家がやるべきではない

かという部分がかなり出てくると思うんです。

その上で 少子化対策にしても宮崎としてはウェ、

ルビーイングをこう考えるという部分とか、宮



- 46 -

令和６年９月19日(木)

崎で解決していくものとして地域性を出す部分

とか考える。役割分担を見直して、日本の将来

の人口減少に対し国家として共通部分の基盤を

整備していく。

、宮崎で抱えている課題でもそうですけれども

市町村ごとに競争して、給食費がどうだとか、

医療費が高校生までどうだとか、国家の基礎的

な社会保障あるいは公的責任をもう一回、見直

していく必要があるのかなと思います。国もも

う少し頑張って踏み込まないと、何もかも地方

じゃ解決できないし、限界があるんです。

自分でもまとめ切らないことを言ったんです

けれども、ぜひ今度の県計画にはその辺をしっ

かりと実現できるようなもの、すべきものをう

たい込んでほしいと思います。

今のウェルビーイングに関連して○井本委員

いいでしょうか。ビーイングというのは存在す

ることという意味ですよね。ただ存在している

ことに意味があるためには、ウェルビーイング

でありたい。

この話が飛ぶけれども、特に宮崎県では、50

代以降、80代やら年取ってから自殺者が多いで

しょう。ウェルビーイング 私がいるという─

ことの意義を見いだせない、ウェルじゃないわ

。 、けです 先ほどは若者の話だったんだけれども

生きがいを見いだす方法をお年寄りにも見つけ

てやることを考えないといけない。宮崎県は日

本で幸福度３位とかになっているんですよね。

そんないいところなのに、なぜ自殺率もまた上

位なのか。その辺が相矛盾するような感じがす

る。お年寄りに生きがいのあるものを見つけて

やる工夫も必要かもしれないという気はするん

です。

おっしゃるとおり、本県○久保福祉保健課長

は自殺死亡率が全国でも上位のほうで、非常に

問題というか課題を抱えていると認識しており

ます。

、 、御指摘のように 生きがいとか居場所づくり

あとは望まない孤独といった環境について、行

政だけでできるものではありません。民間の方

とか団体の方とか、いろいろ協力してもらう仕

組みを県や市町村でつくりながら、居場所づく

りを進めておりますけれども、重たい課題だと

思いますので、さらに進めていく必要があると

考えているところです。

よろしくお願いします。○井本委員

こども計画ですが、基本理念○山内副委員長

を達成するためには 教育の視点は大切だと思っ、

ています。

基本的視点でも 「若者が宮崎でライフプラン、

を描くことができるよう」とか書いてあると、

一番身近な大人は家族、両親だったりしますけ

れども、その次に多いのは学校の教職員で、教

職員の家族感だったり結婚感、もしくは宮崎で

暮らす価値観が政策と一致していないと子供に

はなかなか伝わりにくいのかなと思うんです。

うちは一番上の子が助産師を目指しています

けれども、長女には医療系に進んでほしいなと

いうことで、出産に立ち会わせました。いろん

な経験の中で、大人の進めさせたい方向性が影

響してくる。二番目の子には理系に行ってほし

いということで、ニュートンの雑誌を近くに置

いたり、パソコンを組み立てさせたり、そうい

う経験をさせたら、中学、高校進路を決める段

階で、自分でロボット関係に進んでみたいと言

いました。学校や周りの大人の影響はすごく大

きい。

この計画を立てる中で、教育委員会がどこま

で絡んでいるのか。幾らこうやって福祉のほう

で宮崎県に残るようにとしても、結局、学校の
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先生が県外進学を勧めるような指導をしていれ

ば、そうなると思います。例えば、大宮高校と

か、宮崎西高校も都城泉ヶ丘高校も東京大学合

格者を出したいと、東京大学への訪問などを意

識させてやっていますよね。教育とうまく連携

していないといけないと思うんですけれども、

現在、どんな連携ができているのか、また、今

後どういうふうに考えているのか教えてくださ

い。

次期こども計画におき○増田こども政策課長

ましては、現行の第２期プランも同様なんです

、 、けれども 幾つかの章立てになっておりまして

その中で教育関連の部分も当然あります。そう

いったところについては、基本的には原案は教

育委員会でつくっていただきながら、しっかり

と同じ方向性で、計画案については検討してい

くことになると思います。

いろんな選択肢を与えるというか、お子さん

に選択肢を持ってもらい、宮崎で学び、宮崎で

暮らす、宮崎で働くといったことも一つの選択

肢にはなると思いますので、そういったところ

もしっかり選択肢になるように、教育委員会と

も連携していきたいと考えております。

例えば、県内就職率の高い県○山内副委員長

として富山県とかありますけれども、義務教育

段階、14歳時点で５日間インターン 職場体─

験をがっつりさせたり、そういったのを入れ込

みながら、郷土を愛する、地元に密着するよう

なことを教育課程の中でもやっている そういっ。

たところに踏み込んでやらないと、ただの計画

だけで終わってしまうかなと思います。本当に

宮崎を愛するということをするのであれば、教

育課程の中までがっつり入り込むような計画に

していただきたいと思っているところです。

今回、総合政策部を中○増田こども政策課長

心に女性活躍促進のためのワーキンググループ

というのをつくりまして、福祉保健部としても

そのメンバーに入っているところではあるんで

すけれども、将来的に、できるだけ多くの若者

の方に宮崎県に残ってもらうための取組だった

、 、 。り 課題の検証等を今 進めているところです

、教育委員会もメンバーには入っておりまして

教育委員会はおっしゃるような地元で働くこと

だったり、キャリア教育みたいなことも担って

いるところですので、そういったところの声、

取組についてもワーキングの中でしっかり議論

。して方向性を導いていきたいと考えております

その他で何かありませんか。○山内委員長

障がい福祉課長に先般もお願いし○山下委員

たんですけれども、今年度、九州初めてという

ことで、医療的ケア児（者）の短期入所支援事

業を県で組んでいただいたんですが、国の制度

が追いつかない中での赤字経営、非常に厳しい

状況下で、各事業所の皆さんがいつからスター

トするんだろうということで、実施がいつ頃に

なるのかを教えてください。

短期入所支援事業ですけ○牧障がい福祉課長

れども、令和６年度分について４月まで遡った

経費を補助対象といたします。現在、宮崎市、

都城市、延岡市、日南市の４つの市は既に事業

費の予算化をしていただいています。

それから、西都市も準備中と伺っております

ので、現在、５市が実施に向けて準備していた

だいているということでございます。

、 、 、 、先行して 先ほどの宮崎市 都城市 延岡市

日南市で既に実施していらっしゃると伺ってい

。 、ます 西都市が12月補正と伺っておりますので

もう少しかかると思います。

。○山下委員 ４月からスタートしているんです

、みんなぎりぎり赤字でやっているわけですから
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本来は四半期ごとに実績を出して、事業支援を

していかないといけないと思うんです。

先般、私が聞いたら、年度末になるというよ

うな話を聞いたものですから、それはおかしい

でしょうと思ったんです。３か年の事業で、３

年後には医療型、福祉型も目標を持って地域に

増やしていく計画もあって、早期に事業を消化

していかないといけないと思うんです。

とっくに四半期は過ぎました。４～９月上半

期分になってくると思うんですが、いつ頃、事

業所への支援ができるのか、見通しを教えてく

ださい。

当初、事業を年度末に一○牧障がい福祉課長

括して支払いと組み立てておりましたので、委

員から御指摘のありました事業所の負担 特─

、に人件費負担が大きいという現状をお伺いして

実際に事業所に補助金を支払う市町村の財務会

計処理も併せて、最低でも上半期と下半期、可

能なら四半期に支払いが可能かどうか、現在、

市町村とも協議を進めて研究しているところで

ございます。

条件が整えば、速やかに行いたいと思ってお

ります。現在、調査研究中でございますので、

また整いましたら、県としても必要な事務処理

を行って対応してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

医療的ケアの事業所は、命に関わ○山下委員

。 、る仕事をしています ちゃんとした設備の更新

備品等の導入が適宜できない状況で、こういう

事業がスタートしたわけですから、いっときも

早く事業を実施していただきたいので、市町村

との連携をしっかりと早くまとめてください。

お願いします。

少子化対策が議論されるように○坂口委員

、 、なってから ずっと気がかりなことなんですが

宮崎の将来のために、宮崎県内に一人でもたく

さんとどまってもらわないといけないといった

大前提条件も分かるんです。だから、学校を卒

、業したら県内の企業に勤めてくれと言うために

県外の学校に行かずに県内にとどまってくれと

か、大局的には分かるんですけれども、子育て

の一番目指すべきところは、その子の能力を最

大限生かしてあげることだと思うんです。宮崎

を繁栄させるというのはその結果だと思うんで

す。

一昔前までは、世界に羽ばたく子供たちをつ

くろうとか、大志を抱けとか、ずっと共通した

考え方でしたよね。

だから、県内に子供たちを残して、ある意味

閉じ込めるような政策をずっとやって、一人で

も残れとか、よそに出るなとか、大学も宮崎県

内で出ろとかいったときに、今までの考え方と

少し違ってきたような気がするんです。それで

も変えてはならないのは、宮崎に残らせたこと

で、宮崎はその子の能力を最大限伸ばせる環境

ができるということがセットでないと、途中で

我慢しろ、宮崎に税金を１円でも払えというの

は違うと思うんです。

、 、 、だから こども計画には 宮崎に残った人は

自分の能力を最大限発揮できますよ、伸ばせま

すよというものがないと駄目じゃないかという

気がするんです。

ウェルビーイングは広いですよと言ったのは

そこだったんです。あくまでも計画の最終目的

としては、宮崎県でたくさん生まれてもらう、

その子供たちの能力は最大限伸ばせますよとい

うものがなかったら、駄目だと思うんです。行

政はやってはいけないことをやっていくことに

。 、 、なる 残すために あなたはどうでもいいんだ

宮崎県の人口を一人でも増やさないと宮崎県は
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潰れちゃうんだよというのでは駄目だと思うん

です。やっちゃいけない。ある意味罪なことだ

と思います。最終的には、幸せな生涯を送れま

すよというものがないといけない。これは強く

求めておきます。今回の精神には、それを忘れ

ない。

委員がおっしゃるよう○増田こども政策課長

に、お子さんの希望だったり、能力だったりに

見合った学ぶ場所だったり、働く場所もしっか

り充実させることもしつつ、社会資源もしっか

り整備して、なおかつ、最終的には御本人の判

断ということになりますから、そういった意味

では、願わくば、宮崎を選択いただけるような

環境整備だったりとか、しっかりとＰＲしてい

くということも全て一緒に取り組んでいくこと

が重要だと考えております。

必要だと思うんです。だから、例○坂口委員

えば学校の進路指導にしても 「県内ではこれだ、

けいいものがあるし、伸ばせるぞ。ただ、私が

見たところによると、むしろこうだ。世界に羽

ばたけ」と、そういうものをセットにした進路

指導でないといけない。

時の県の政権の考え方 県づくり、人づく─

。りに沿った進路指導をしては駄目だと思います

学校は独立しないと。自信を持って、子供を育

てて、子供のためにこうあるべきだ、誰が何と

言おうと、地球は動いているんだ、太陽が動い

ているんじゃない、地球が回っているという方

針でやっていかないと、少なくとも育てられる

対象の年齢の人たちを相手にするときは駄目だ

と思うんです。先生があんなふうに言ったから

そうかでは間違いだと思います。僕個人の考え

だけれども、それも念頭に置いて、しっかりと

した理念をうたって、原理原則は忘れちゃだめ

です。

御要望ということでよろしいで○山内委員長

すか。

要望というか、それを考えないと○坂口委員

駄目です。それぐらい大きい仕事です。

大局的な視点からのお○渡久山福祉保健部長

話をいただいたと思います。

大事なことは、宮崎のポテンシャルはきちん

と知ってもらいながら、我々がその子の能力を

、 、伸ばせる環境を最大限整えながら 若い人たち

子供たちが、それがあるなら宮崎に残って、私

は頑張ろうと、自分の力をここで発揮しようと

思ってもらえる環境をつくっていくことが我々

の責務であります。

おっしゃるように、引っ張り止めて、宮崎は

人口が減ると困るから、あなたは何があっても

残ってもらわないと困るというような色彩を出

してしまうと、最後は若い人たちは外に逃げて

いってしまうのではないかなと思います。そう

いうことではなく、選択肢をしっかりと用意し

て、それを知ってもらって、最後は宮崎を選ん

でもらえるような、そういう社会をつくってい

、 。く そういう計画でありたいと思っております

しっかり検討していきたいと思います。

ぜひお願いしたいです。その子の○坂口委員

持っている能力を最大限伸ばしてあげるには、

どうあるべきか。生涯過ごしていった中で、つ

かめるべき最高の幸せをつかんだと思えるよう

な活路を、その人、その子供に開いてあげると

いうところが基本でないと、人口を増やすこと

が基本じゃ駄目だと思うんです。

、 、例えば オリンピックがありましたけれども

国スポのときは、宮崎県のために１点でも点数

を稼いでもらうというのは、当然必要です。そ

の結果、世界の頂点になったら、世界の人たち

にそのスポーツの魅力とか、そこに対する興味
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を持ってもらって、世界のスポーツレベルが上

がっていく。ここだと思うんです。

宮崎県に残るのがいいぞという基盤をつくっ

ていくことで、こうやって残そう、ああやって

残そうというのは、邪道だと思います。教育は

聖域だと思います そこに政治の思惑を入れちゃ。

いけない。そこをお願いしておきます。

それでは、以上をもって福祉保○山内委員長

健部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時16分休憩

午後３時19分再開

委員会を再開いたします。○山内委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、24日に

行いたいと思います。

開会時刻は午後１時といたしたいのですが、

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○山内委員長

します。

その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で本日の委員会を終了いた○山内委員長

します。

午後３時19分散会

令和６年９月19日(木)
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令和６年９月24日（火曜日）

午後０時58分開会

出席委員（７人）

山 内 佳菜子委 員 長

副 委 員 長 山 内 いっとく

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 博 三

野 﨑 幸 士委 員

齊 藤 了 介委 員

井 本 英 雄委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 黒 田 真 紀

政策調査課主査 藤 原 諒 也

それでは、委員会を再開いたし○山内委員長

ます。

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に賛否も含め御意見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後０時58分休憩

午後０時58分再開

委員会を再開いたします。○山内委員長

一括採決とすることでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○山内委員長

ます。

議案第１号、議案第21号につきましては、原

案のとおり可決することに御異議ありません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○山内委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号、議案第21号につきましては、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後０時58分休憩

午後０時58分再開

委員会を再開いたします。○山内委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○山内委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査については継続調査といたしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○山内委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、10月29日火曜日に予定されております

閉会中の委員会につきまして、御意見を伺いた

いと思います。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

令和６年９月24日(火)
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午後１時２分再開

それでは、委員会を再開いたし○山内委員長

ます。

10月29日火曜日の閉会中の委員会につきまし

ては、正副委員長に御一任いただくことで御異

議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○山内委員長

す。

その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

委員会を閉会いたします。○山内委員長

午後１時３分閉会

令和６年９月24日(火)



署 名

厚生常任委員会委員長 山 内 佳菜子




